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科学技術イノベーションを通じた
新産業・新市場の創出に向けて


平成２４年３月２日
文部科学大臣 平野 博文
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科学技術イノベーションを通じた新産業・新市場の創出


生産性の向上


労働投入量の増大


GDPの
成長


GDP成長の３要素


しかし、これらの投入には
限界がある・・・


成長の鍵！
2050年の日本の姿


（今後、労働力人口が減少）


科学技術イノベーションを通じた新産業・新市場の創出 －総論①－


円高、世界的な金融市場の動揺に直面し、少子高齢化や人口減少も進展する中で、
科学技術とそれに基づくイノベーションは、我が国の唯一とも言うべき成長の種


（主にイノベーションが要因）


我が国は量ではなく質で
勝負するしかない!!


資本投入量の増大


その一方、我が国の科学技術の国際競争力は低下傾向


国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 213,229 31.3 1
英国 62,662 9.2 2
日本 62,457 9.2 3
ドイツ 56,795 8.3 4
フランス 42,267 6.2 5
カナダ 28,918 4.2 6
イタリア 27,291 4.0 7
ロシア 24,560 3.6 8
中国 24,405 3.6 9
スペイン 20,006 2.9 10


論文数
整数カウント


1998年 － 2000年 (平均)


国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 297,191 27.5 1
中国 120,156 11.1 2
英国 82,218 7.6 3
ドイツ 79,952 7.4 4
日本 71,149 6.6 5
フランス 58,261 5.4 6
カナダ 48,344 4.5 7
イタリア 47,373 4.4 8
スペイン 39,985 3.7 9
インド 39,555 3.7 10


論文数
整数カウント


2008年 － 2010年 (平均)


国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 33,512 49.5 1
英国 7,864 11.6 2
ドイツ 6,667 9.9 3
日本 5,099 7.5 4
フランス 4,787 7.1 5
カナダ 3,751 5.5 6
イタリア 2,926 4.3 7
オランダ 2,472 3.7 8
オーストラリア 2,108 3.1 9
スイス 2,032 3.0 10


Top10%補正論文数
整数カウント


1998年 － 2000年 (平均)


国名 論文数 シェア 世界ランク
米国 45,355 42.3 1
英国 12,818 12.0 2
ドイツ 11,818 11.0 3
中国 9,813 9.2 4
フランス 7,892 7.4 5
カナダ 6,622 6.2 6
日本 6,375 5.9 7
イタリア 5,950 5.6 8
スペイン 4,784 4.5 9
オランダ 4,715 4.4 10


Top10%補正論文数
整数カウント


2008年 － 2010年 (平均)


論
文
の
量
的
指
標


論
文
の
質
的
指
標


１０年間で３位→５位 １０年間で４位→７位


→ では何が原因なのか？ 1


出生低位推計


出生中位推計


出生高位推計


（注）質的指標としてTop10％補正論文数を用いている。
Top10％補正論文数とは、被引用回数が各年各分野
で上位10％に入る論文の抽出後、実数で論文数の
1/10となるように補正を加えた論文数を指す。
トムソン・ロイター社 Web of Scienceを基に、科学技
術政策研究所が集計
出典：科学技術政策研究所 調査資料204 科学研究
のベンチマーキング2011
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学協会（工学系））


科学技術イノベーションを通じた新産業・新市場の創出 －総論②－


科学技術イノベーション政策を国家戦略に位置付け、


現状の問題： 研究開発が社会や産業構造の変化に対応できていない!!
（社会とのミスマッチがある）
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世界 日本


各
領
域
の
文
献
数
の
変
化


世界の研究開発は、産業構造の変化とともに
大きく変化しているのに・・・
（情報通信等の文献の急激な増加）


日本の研究開発は変化が小さく、
産業構造の変化に沿っていない!
（各領域の文献数に大きな変化が見られない）


1980 1990 2000 1980 1990 2000


●産学官が一体となって研究開発からイノベーション創出までを「一気通貫」で推進（死の谷の克服）


●グローバルアジェンダの解決に向け、科学技術による課題解決が期待される分野を戦略的に設定


世界をリードする新産業・新市場の創出をスピード感をもって実現すべき！！


科学技術政策研究所 調査資料176及び194より作成


コンピューター


信号処理


核・プラズマ


通信


電子デバイス


磁気学


フォトニクス







要素技術（ものづくり）に加え、革新的技術を機能的に結びつ
けた新たなエネルギーシステムの構築を目指し、経産省など関係
省庁等と連携し、官民を挙げて研究開発を推進


エネルギーの構造改革を進め、電力の安定供給、産業の活性
化や国民生活の向上を実現


科学技術イノベーションを通じた新産業・新市場の創出


我が国発の医療イノベーション実現のため、iPS細胞研究等
の研究を集中的に実施し、厚労省や産業界と協働により早
期に実用化


○革新的な身体機能回復・補完技術
→脳や筋肉の情報を読取り、機械を動かす等の


ＢＭＩ（ﾌﾞﾚｲﾝ・ﾏｼﾝ・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）技術等を活用


○ｱｶﾃﾞﾐｱ発医薬品・医療機器ｼｰｽﾞ橋渡し
→基礎研究シーズをいち早く実用化


○個人の遺伝的特徴に応じた医療の実現
→疾患原因や、薬の有効性等に関する 遺伝的要因の解明を通じて、


新たな診断・治療法や治療薬等を開発
→被災した地域医療復興に資する「東北ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ計画」の推進


医療機器・個別化医療


ＢＭＩを用いたリハビリ


○世界トップ再生医療実現拠点
→京都大学ｉＰＳ細胞研究所の誇る


世界 高水準の基礎研究能力を
大限に活かし拠点機能強化及


びネットワーク化を日本の総力を
挙げて推進


○iPS細胞を活用した難病克服・
創薬


→患者の協力の上、ｉＰＳ細胞で病態を
再現、治療法確立


再生医療


オールジャパン体制で世界に
先駆けて再生医療を実現！


心臓疾患


・・・
○○疾患・・・


網膜疾患


血液疾患


脊髄損傷・神経変性


世界 高水準の
基礎研究を実施！ iPS細胞


【京都大学iPS細胞研究所】


日本発の新たなエネルギーシステムの実現日本発の医薬品・医療機器・再生医療の創出
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○ 再生可能エネルギー活
用の要となる新たな蓄電池
の開発


→現行のリチウムイオン電
池の延長線上にはない、全
く新しい概念の次々世代蓄
電池（金属空気電池、全固
体型電池など）により現行
の７～１０倍のエネルギー
密度を達成


○省エネと再生可能エネルギーの本格導入を可能にする、スマートなエネル
ギーマネジメントシステムの実現


→再生可能エネルギーの不安定さや無駄の克服を目指し、各戸の電力需要
量や発電量など大量の情報を処理し、電力の 適な配分を行うためのアル
ゴリズムやモデルの開発


ためる（蓄エネ）


つかう（省エネ）


○再生可能エネルギーの大幅な効率向上


→新型太陽電池（ナノワイヤ型、量子ドット型
など）により現行の３倍の変換効率の達成


○ 日本の国土の特性を活かした新たなエネ
ルギーフロンティアの開拓


→深部地熱エネルギー（地下３～１０ｋｍに眠る超
高温熱源（既存の地熱発電よりも２００度以上高温）


の利用技術を確立）、日本周辺の波・潮流等の
海洋エネルギーの利用技術を確立


○エネルギー問題と地球規模問題を同時に
解決する可能性を有する人類究極のエネ
ルギーの実現


→ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画等


つくる（創エネ）







科学技術イノベーションを通じた新産業・新市場の創出


地球深部探査船「ちきゅう」
（ 平成17年7月完成）
海底下7,000mまで掘削可


能な世界で唯一の科学掘削船


我が国の誇る 先端科学技術を活用し、海洋鉱物資源
や新たな生物資源を開拓する


このほか、海底に地震・津波観測網を整
備することにより、①緊急地震速報の高
度化 ( 大30秒程度早く地震を検知)、②
緊急津波速報(仮称)の実現を図り、国民
の安全・安心な生活に貢献


人類のフロンティアの開拓 【海洋】 人類のフロンティアの開拓 【宇宙】


小惑星探査機「はやぶさ２」
回収機能付加型ＨＴＶ
（ＨＴＶ－Ｒ） 地球観測衛星網の構築


・ 「はやぶさ」や宇宙ステーション補給機「こうのとり」等の 先端宇宙技
術をさらに発展させ、我が国の宇宙技術のブランド力を発信


・ 災害予測・被害状況の迅速な把握や地球環境監視に有用な地球観測
衛星網を構築


・ 人材育成、技術協力等をパッケージにし、宇宙インフラ輸出の促進に
貢献


急速に拡大する世界宇宙産業市場において受注の成否を
握る、我が国のブランド力向上に資する研究開発を推進


・ 我が国独自の海底探査技術を開発し、
ＥＥＺ内の鉱物資源の分布を把握


・ レアメタル等を含む鉱床の新たな採取方
法（人工熱水海底鉱床）を開発


・ サバからマグロを産ませる借腹技術など
の革新的な生物資源利用技術を開発


グローバルアジェンダの解決 【レアメタル供給制約克服】
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産業競争力強化に直結する希少元素代替材料の開発（元素戦略）の推進


・ 我が国の産業競争力強化に不可欠である革新的な磁石材料等を開発するため、
物質中の元素機能の理論的解明から、新材料の創製、特性評価までを、異分野の
優れた若手研究者を結集して、一体的に推進


・ また、経産省や産業界と連携し、速やかに成果を実用化（産学官と両省で構成した
ガバニングボードを設置） ハイブリッド自動車


レアメタルを用いない
モーター用磁石を使用


【元素戦略の成果例】
ﾚｱﾒﾀﾙ（ｼﾞｽﾌﾟﾛｼｳﾑ）を代替する鉄･ﾈｵｼﾞﾑ･ﾎﾞﾛﾝ系磁石


実用化を
目指す 試作材試作材







人類の新たな知の資産を創出し、世界共通の課題を克服する鍵
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イノベーションを支える基盤の構築と強化


我が国の科学技術イノベーションを担い、グローバルに
活躍する研究人材を育成するため、若手研究者の研究環
境の整備や国際的な頭脳循環の促進を図るとともに、次
代の研究を担う人材の育成を推進


研究開発法人が世界の第一線で戦えるよう、国際水準に即し
た目標設定や評価、国際的頭脳循環の促進など、研究開発成
果を 大化するための制度改革を推進


産学官連携の下、将来的な社会実装を前提とした基礎
的段階から実用化までの一貫した研究開発や地域産業
の活性化や地域の課題解決に貢献する人材の育成を通
じて、地域発の新産業・新市場を創出


科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる地域経済・日本再生基礎研究の振興


産学一体のイノベーションを目指した「研究開発プラットフォーム」の構築


世界の第一線と戦う研究開発法人の改革 グローバルに活躍する研究人材の育成・確保


＜成果例＞


我が国の大きな「強み」である、世界 先端の研究施設・設備等（スパコン「京」や様々な分析
を可能にする大型量子ビーム施設等）を、産学官が戦略的に活用できる体制を構築
研究開発を 大限加速し、世界に先駆けた成果の創出を可能とする


国家プロジェクト（元素戦略等）における戦略的活用 / 府省、産学官の枠を越えて、広くアクセス可能に / 
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ高度化のため、計測分析技術、情報（ｽﾊﾟｺﾝ等）、光量子技術、ﾅﾉﾃｸ等の技術開発を強化


J-PARC


SPring -8


京速ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ「京」


SACLA


全体を俯瞰した
プラットフォームを構築


・ 独創的で多様な研究を推進（科研費の基金化の改革）
・ 課題達成型の研究を推進
・ 大学等に国際研究ネットワークのハブとなる世界トップレベルの拠点を構築


北海道（食・健康・医療）


・食の機能性に着目した健康科学・医療融合拠
点を形成（北海道大学、札幌医科大学、プライマ
リーセル、北海道システムサイエンス 等）


・次世代創薬と光計測技術を融合したイノベー
ション拠点を構築（北海道大学、塩野義製薬、
日立製作所）


福岡（半導体）
先端システムLSI開発拠点を構築


（九州大学、九州工業大学、キャッツ、
トヨタ自動車 等）


京都（医工融合）


イメージング技術による次世代
医療機器開発の拠点を構築
（京都大学、キャノン）








Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism


「新産業・新市場の創出」に向けた取組


平成２４年３月２日


国土交通大臣 前田武志


資料８







１．低炭素・循環型システムの構築 （参考資料p.4、p.5）


○ エネルギー消費の３割を占める民生部門の省エネ化を図るため、新築住宅等のゼロエネ化を推進するとともに、省エネ
基準の義務化について、大規模なものから段階的に義務付けること等を基本に検討中。具体的な工程を３月中を目途
に提示予定。


○ さらに、約５千万戸に及ぶ既存ストックの省エネ対策を推進。


○ 都市・建築物・交通の低炭素化を総合的に推進（法案提出）。


２．観光・航空需要の喚起 （参考資料p.6）


○ 東日本大震災以降落ち込んだ旅行需要の落ち込みを回復するため、「東北観光博」をはじめとする観光振興の取組を
全国的に実施し、観光立国を実現。


○ 大都市圏の空港等におけるＬＣＣ（ローコストキャリア）の参入促進やビジネスジェットの受入体制の整備を進めることに
より、新たな航空需要を創出。
（新規ＬＣＣが関西空港を拠点に運航開始：3／1、ビジネスジェット専用ターミナルが成田空港で供用開始：3／31）


３．不動産投資市場の活性化、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用、インフラの海外展開 （参考資料p.7）


○ 建築物の耐震化・建替えなどに民間資金が円滑に流れ込むよう、倒産隔離型の新たな不動産証券化スキームを導入
（法案提出）。


○ 空港運営の民間委託（法案提出）をはじめとした、具体的なＰＰＰ／ＰＦＩ事業の案件形成を幅広く推進する。


○ ハード・ソフトを通じたインフラの海外展開を推進し、新市場を開拓する。


「新産業・新市場の創出」に向けた取組
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国土交通省は、人口減少・少子高齢化や震災を契機としたエネルギー制約等の課題に対応するため、
持続可能で活力ある国土・地域づくりに向けた取組を推進。


本日のテーマである新産業・新市場の創出に当たっては、グローバルなハイテク分野における競争力
強化に加えて、全国各地において持続する経済・雇用を実現するという観点が極めて重要。国土交通省と
しては、この観点から、住宅・都市・交通分野の省エネ・低炭素化、観光・航空需要の喚起、不動産投資市
場の活性化、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用、インフラの海外展開等の施策を講じていく。







参考資料







住宅・建築物の省エネ対策の強化に向けた今後の取組み


当面の取組


H24年度～


H24年度中頃


○経産省・環境省と共同で設置した「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」にて、工程表を3月中を目途に提示予定。


○被災地において住宅・建築物のゼロ・エネルギー化の推進等に係るモデル事業を展開（Ｈ24年2月に21件採択）


○文部科学省と連携し、学校ゼロ・エネルギー化推進方策検討委員会を設置し、学校のゼロ・エネルギー化の実現手法および普及


方策をとりまとめ


○官庁施設のゼロ・エネルギー化のモデル事業を推進


○住宅のゼロ・エネルギー化モデル事業を全国展開


○中小工務店向けの省エネ施工技術向上プログラムを実施


○都市の低炭素化の促進に関する法律案による認定を受けた省エネ性能等に優れた住宅に対する税制上の支援措置 等


＜省エネ性能に優れた住宅・建築物の誘導等＞


○断熱指標と一次エネルギー消費量指標の組み合わせによる省エネ性能の評価基準の策定


○住宅性能表示制度等を活用したエネルギー性能の表示制度の構築


H24年度早期


H25年度前半


＜省エネ性能の評価・表示の充実＞


○施主となる幅広い国民の理解を得るため、住宅・建築物からの必要エネルギー削減量など、住宅・建築物における規制の必要性と根拠が明示される必要。
○大工・中小工務店が供給する住宅の省エネ基準達成率は２～３割程度であり、省エネ施工技術力の向上など十分な配慮が必要。
○十分な省エネ対策が困難な場合が多い伝統的木造住宅への配慮が必要。 等


＜義務化に向けた課題＞


H23年度中～


義務化に向けた取組


○約5,000万戸の既存住宅ストックの省エネ改修を促進 （財政・税制上の支援措置等の継続及び充実）


＜既存ストックの省エネ対策の推進＞


継続実施
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●低炭素まちづくり計画の策定
（市町村）


●民間等の低炭素建築物の認定


〔低炭素基準〕：一次エネルギー消費
量▲10％以上（対省エネ基準） 等


●基本方針の策定
（国土交通大臣、環境大臣、


経済産業大臣）


都市の低炭素化の促進
官庁施設において率先して低炭素化等に取り組むとともに、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭
素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、地域経済を活性化


○補助の重点化
（予算）


【都市の低炭素化の促進に関する法律案】


・エネルギーの面的
利用


・先導的な省CO2の
住宅・建築物の整備


・ＥＶ等の環境負荷の
低い輸送機械器具の
導入 等


市町村は、都市機能の集約化、公共交通機関の利用の促進、エネルギーの面的利用の促進など、都市の
低炭素化を促進するための計画を策定、実施


○社会資本整備総合
交付金の交付
（予算）


【官庁施設における義務化等】


○認定低炭素住宅に
係る住宅ローン減
税の深掘り等
（税制）


○バス路線やＬＲＴ等の整備、共同輸配送の実施
バス・鉄道等の各事業法の手続特例


○自動車に関するＣＯ２の排出抑制


公共交通機関の利用促進等


○ＮＰＯ等による緑地の保全及び緑化の推進
樹林地等に係る管理協定制度の拡充


○未利用下水熱の活用 民間の下水の取水許可特例


○都市公園・港湾隣接地域での太陽光発電、蓄電池等の設置
占用許可の特例


都市機能の集約化


○病院・福祉施設、共同住宅等の集約整備
民間事業の認定制度の創設


○民間等による集約駐車施設の整備
建築物の新築等時の駐車施設附置義務の特例


○歩いて暮らせるまちづくり
（歩道・自転車道の整備、バリアフリー化等）


緑・エネルギーの面的管理・利用の促進


○民間等の先導的な低炭素建築物・
住宅の整備


建築物の低炭素化


●全ての一般事務庁舎整備に
おいて、官庁施設の低炭素
基準の適合義務化


●官庁施設のゼロエネルギー化


官公庁施設の建設等に関する
法律第１３条


■モデル事業（震災復興）


再生可能エネルギー（太陽光、
地中熱）、省エネルギー技術
（蓄電池、断熱強化）の利用


ゼロエネルギー庁舎（イメージ図）


複層ｶﾞﾗｽ・断熱サッシ
外部
ﾙｰﾊﾞｰ


緑のｶｰﾃﾝ


太陽光発電ｼｽﾃﾑ


高効率照明
調光ｼｽﾃﾑ


自然換気


雨水利用
熱
交換
ﾊﾟｲﾌﾟ


変風量制御
変流量制御


地中熱利用


外壁・屋根
の外断熱


蓄電池


国家機関の建築物等の基準
として低炭素基準を策定


●環境未来都市構想の実現に向けて、本法案と総合特区制度及び地域再生制度とを一体的に推進
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観光・航空施策の推進


＜観光立国の実現に関する新たな目標＞


① 国内における旅行消費額：平成28年までに30兆円程度
② 訪日外国人旅行者数：平成28年までに1,800万人
③ 訪日外国人の満足度


：「大変満足45％」程度、「必ず再訪したい」60％程度
④ 国際会議の開催件数


：平成28年までに５割以上増、アジア 大の開催国


⑤ 日本人の海外旅行者数：平成28年までに2,000万人
⑥ 国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数


：平成28年までに年間2.5泊
⑦ 国内観光地域の旅行者満足度


：「大変満足・必ず再訪したい」25％程度。
（新たな「観光立国推進基本計画」を3月末に策定。）


観光は、国の成長戦略の柱の一つ。長らく経済が低迷し地域が疲弊する中、人口減少・少子高齢化の閉塞状況を打ち破り、
急速に経済成長するアジアの観光需要を取り込むとともに、地域経済の活性化・雇用機会の増大等を図る。


また、東日本大震災から１年が経過することを契機に「東北観光博」等復興支援に取り組む。


観光立国実現のための取組


3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月


2010/2011 2011/2012


訪日外国人旅行者数


-50.3%
-13.1%


-62.5%
-50.4%


-36.0%


-36.1%
-31.9%


-24.9% -15.3%
-11.7%


-4.1%


＋
国際標準等を踏まえた技術規制の見直し※


首都圏空港を含むオープンスカイの推進 ＬＣＣ の受入体制
の整備（空港）


現在、我が国には9社のＬＣＣが乗り入れ。更に2012年3月以降、下記の3社が運航開始予定。
国内初となるLCC専用ターミナルが、2012年下期供用開始予定（関西空港）。


ビジネスジェット推進の取組


ローコストキャリア（ＬＣＣ）やビジネスジェット（ＢＪ）の利用促進による航空需要の底上げ
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（参考）欧州地域におけるＬＣＣの新規需要のシェア


関西空港ＬＣＣ専用ターミナルのイメージ


航空ネットワー
クの拡大


ＬＣＣの
参入促進


ＢＪ利用拡大


従来の
航空ネット
ワーク


・限られたネットワーク
・均一な運賃/サービス


選択肢の拡大
⇒ 新規需要の創出 低運賃／簡易サービス


高運賃／高サービス


○平成２２年１０月より、空港会社、経済界、ＣＩＱ、航空局関係者からなる
『ビジネスジェットの推進に関する委員会』を設置し、ＢＪ利用拡大のための
検討を進めているところ。
○本年３月３１日、成田空港において首都圏初のＢＪ専用ターミナルが供用
開始予定。
○更なるＢＪ受入体制の整備や積極的な情報発信等を実施。


成田空港ビジネスジェットターミナルのイメージ


○お客様専用のルートによるプライバシーの確保
○専用のＣＩＱ設置による出入国手続のスピード化
○東京エリアへのスピーディーなアクセス


ビジネスジェットターミナル整備の効果


【LCC専用ターミナル整備の効果】


○最小限の施設整備による空港施設使用料の
低減


○ 自走運用や搭乗橋を活用しない搭乗などの、
低コスト運用に対応可能


※ 航空会社等の要望を踏まえた規制緩和により、コスト削減を後押し
（旅客を乗せた状態での給油可能等）


会社名 ピーチアビエーション㈱ エアアジア・ジャパン㈱ ジェットスター・ジャパン㈱


大株主
ANA, First Eastern Aviation-
Holding Limited, 産業革新機構


ANA, エアアジア JAL,カンタスグループ, 
三菱商事


出展 ： 「諸外国におけるＬＣＣを取巻く状況に関する 比較調査報告書
（平成23年6月）」より抜粋







都市の競争力向上を図るための不動産ストックの再生
～民間資金の導入促進に向けた不動産特定共同事業法の改正～
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建築物の耐震化や民間施設の整備など都市機能の更新に民間資金の導入を促進するため、不動産特定共同事業（※）の規制を


見直す。
（※）投資家から出資を受けて、実物不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する事業。投資家保護等の観点から、国土交通大臣（一部は内閣総理大臣と共管）又は都道府


県知事による許可が必要。


○我が国には耐震性の劣る建築物が多数存在（※）。建築物の耐震化、更には、介護施設の整備、地方の老朽施設の再生などに民間資金を呼び込
み、都市機能の更新を図っていくことが必要。
（※）我が国の法人が所有する建物棟数のうち、新耐震基準を満たしていない又は未確認のものは３３．６％


○しかし、耐震改修・耐震建替、介護施設の整備、地方の物件、小規模物件や、物件を順次取得して いくケースなど、既存の証券化ス


キームでは対応が困難な場合が存在。


施策の背景


倒産隔離型の不動産特定共同事業を可能とするべく、一定の要件を満たす特別目的会社（SPC）が不動産特定共同事業を実施できることとする等の
所要の措置を講ずる。
倒産隔離型の不動産特定共同事業を可能とするべく、一定の要件を満たす特別目的会社（SPC）が不動産特定共同事業を実施できることとする等の
所要の措置を講ずる。


改正案の概要


法改正により、約５兆円の新たな投資が行われ、約８兆円の生産波及効果、約44万人の雇用誘発効果が見込まれる（今後10年間）。


事業者が行う他の事業の影響を受けるため、事業者の倒
産を恐れるプロ投資家から資金調達できない


SPCは事業者の倒産から隔離されているため、プロ投資家から
資金を調達しやすい


【現行の不動産特定共同事業の仕組み】


改正案のイメージ


現物
不動産


出資金 事業
参加者


不動産特定共同
事業契約


他の事業も実施


（出資者）


不動産特定共同事業者
（許可制）


現物
不動産


出資金 事業参加者
（プロ投資家）


不動産特定共同事業者
（許可制）


業務委託


特別目的会社（SPC）
（届出制）


（出資者）


不動産の保有に特化


不動産特定共同
事業契約


【新たに追加する仕組み（案）】
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ＩＣＴをめぐる現状


全産業の
名目国内生産額


(2009年)


879.7兆円


情報通信産業
87.7兆円
10.0%


■ 主な産業の名目国内生産額 （2009年）


電気機械
（除情報通信機器）


24.1兆円
2.7％


輸送機械
42.9兆円
4.9％


建設
（除情報通信施設建設）


55.3兆円
6.3％


卸売
49.3兆円
5.6％


小売
32.9兆円
3.7％


運輸
35.7兆円
4.1％鉄鋼


23.8兆円
2.7％


その他
528.0兆円
60.0％


■ 実質ＧＤＰ成長率に対する情報通信産業
の寄与


0.6 0.7
0.3


0.4
0.6


-1.2


-1.5


-1.0


-0.5


0.0


0.5


1.0


1.5


7-12 12-17 17-21


情報通信産業 その他産業


平均実質GDP成長率


(%)


(年)


【出典】平成23年版情報通信白書


（平成23年版情報通信白書より作成）


情報通信産業は、この１０年間
一貫して我が国経済の成長を牽引
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我が国のＩＣＴ部門は
国際指標では概ね低評価


1


25


2003200420052006200720082009201020112012


電子政府発展指数(国連)：日本
電子政府発展指数(国連)：米国
電子政府発展指数(国連)：韓国
ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：日本
ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：米国
ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：韓国


■ 国連・ＷＥＦランキングの日米韓比較


（
順


位


）


米国


韓国


日本


【出典】国連「Global E-Government Survey」
（2008年以前、電子政府発展指数は電子政府準備度指数）


世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology Report」
横軸は調査公表時の年。


我が国のICT投資/GDP比率は
主要先進国中最低の水準


0.0


1.0


2.0


3.0


4.0


5.0


6.0


7.0


日本 韓国


米国 英国


ドイツ イタリア


■ 主要先進国における
ICT投資／GDP比率の推移


【出典】深尾京司『「失われた20年」と日本経済：構造的原因と再生の原動力』
（日本経済新聞社より近刊）より作成（原データ：EU KLEMS データベース2009）


ITバブル崩壊


米・英・韓は近年
一貫して増加傾向


日本


(%)
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10


15
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ＩＣＴが導く日本再生の道筋


震災復興と新産業・新市場の創出


海外の成長力の積極的な取り込み


•我が国はなお世界有数の
大きな市場
（GDP511兆円、世界第３位）


• ＩＣＴ分野についてはなお
投資の余地あり
（ICT投資/GDP比率は主要先進国中


最低水準）


•被災地をはじめ社会的課題
の解決にはＩＣＴが力を発揮


•途上国を中心としてグロー
バル市場が拡大
（新興国のGDPシェアはこの
20年で2倍。）


•インターネットサービスは
国境を越えて展開


•我が国にはＩＣＴ先進国か
つ課題先進国としてのノウ
ハウあり


国


内


市


場


✔ ＩＣＴを活用した被災地の創造的復興支援


✔ ＩＣＴを活用した新たな街づくりの実現


海外市場を見据えた
モデルづくり


“ＪＡＰＡＮ”モデルの


グローバル展開


震災復興と新産業・新市場の創出


海外の成長力の積極的な取り込み


国


内


市


場


海


外


市


場


海


外


市


場 ✔ ＩＣＴの国際展開に向けた環境整備


- サイバー空間に関する国際ルールづくりへの対応


- 戦略的国際標準化の推進 等


✔ ＩＣＴの国際展開の推進


- ASEANスマートネットワークの国際展開（防災ＩＣＴ、電子政府、センサネットワーク）


- 地デジ日本方式の国際展開と、それを契機とする関連ビジネスへの深耕拡大
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✔ 災害時に国民の命を守るライフラインである情報通信の確保


✔ 2020年までを見通したＩＣＴ総合成長戦略の策定
- ＩＣＴ分野において今後の重点成長分野と見込まれる分野について総合成長戦略を検討


- 本年５月頃を目途に戦略の方向性を取りまとめ予定


（例） スマートテレビ、ビッグデータの活用、スマートフォンをはじめとする電波の利活用 等


- センサネットワーク、クラウドサービス等を組み合わせたＩＣＴパッケージを実社会へ適用


- ＩＣＴを実装導入した「街」を“ＪＡＰＡＮモデル”としてグローバルに展開


- 実現に向けた推進方策、グローバル展開方策等について検討。本年６月頃に結論を得る予定







災害に強いワイヤレスネットワーク、コミュニケーションを円滑にするブロードバンド、社会インフラの高度化等のため
のクラウドサービス、センサネットワーク等を組み合わせたＩＣＴパッケージの実社会への適用


災害に強いワイヤレスネットワーク、コミュニケーションを円滑にするブロードバンド、社会インフラの高度化等のため
のクラウドサービス、センサネットワーク等を組み合わせたＩＣＴパッケージの実社会への適用


被災地の創造的復興とＩＣＴを活用した新たな街づくりの実現


ＩＣＴを活用した
新たな街づくり


（例）


（例）


（例）


（例）


・地域が抱えるエネルギー制約などの諸課題の解決に寄与。
・ＩＣＴの利活用を促進することにより経済活性化・雇用創出等の新たな成長の実現に寄与。
・被災地でＩＣＴを実装導入した「街」を“ＪＡＰＡＮモデル”としてグローバルに展開。
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・さらに、昨年12月から「ＩＣＴを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会」（座長：岡 住友商事会長）を
開催し、ＩＣＴを活用した新たな街づくりの在り方、その実現に向けた推進方策、グローバル展開方策について
検討。本年６月頃に結論を得る予定。


・被災地の実ニーズを踏まえ、ＩＣＴを活用した被災地の創造的復興支援、災害時に国民の命を守るライフライン
である情報通信の確保のための取り組みを推進。


参考１







2020年までを見通したＩＣＴ総合成長戦略の策定 ①
～ スマートテレビの国際標準化や公共分野等でのビッグデータ活用の推進による新産業創出 ～


● 国内におけるスマートテレビ（※）の利用世帯数は、2016年度には
770万世帯へ拡大する見込み。


● わが国では、ＩＰＴＶフォーラムにおいてスマートテレビに搭載するブラ
ウザの標準規格を検討。今後、上記標準規格のＷ３Ｃ等での国際標
準化に向けた提案活動を推進。


● デジタル化した放送サービスとも連携した多様なコンテンツサービス
の展開に向けた取組を推進。


国内の年間ソーシャルメディア利用者は
約3200万人、消費は推計１兆5200億円


300億のコンテンツが
毎月Facebook上で共有


この10年で、CPU処理速度やハードディス
ク容量は100倍と大幅に増大


【出典：McKinsey Global Institute「Big data: The next frontier for
innovation, competition, and productivity」（平成23年５⽉)、
(株)野村総合研究所「ソーシャルメディアが描く未来」（平成23年


11⽉2⽇)等各種公表資料】


スマートテレビ、ビッグデータ、スマートフォンをはじめとする電波の利活用等、ＩＣＴ分野において今後の重点
成長分野と見込まれる分野について、2020年頃までを視野に入れた総合戦略（ICT総合成長戦略）を検討。


ビッグデータ


● 家電を含む多様な情報通信端末の普及やクラウド技術の進展等に
より、国際的なデジタル情報の量は急速に増大。


● センサネットワーク等も活用した多種多量データの流通・分析等によ
る異変察知・近未来予測等を通じた効率的・柔軟な業務運営や課題解
決方策の発見により、これまで不可能であった社会問題の解決や新事
業創出が可能。


● ヘルスケアや公共分野等でのビッグデータを活用したビジネス活性化
モデルを確立し、国際展開にもつなげていく。


【出典：(株)野村総合研究所「スマートテレビの利⽤意向に
関する調査」（平成23年７⽉20⽇）】


現
状


今
後
の
取
組


現
状


今
後
の
取
組


1/10開催のCESにおいて、各社が
スマートテレビを発表


スマートテレビ


本年５月頃を目途に戦略の方向性を取りまとめる予定。ICTにより我が国の様々な社会的・経済的
課題を解決し、国際競争力をもち、成長することができる国を実現。


※インターネットに接続可能でスマートフォンのようにアプリケーションを利用できるテレビ端末


ネット上の映像コンテンツの視聴に利用する
端末は2016年には30%がスマートテレビに
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2020年までを見通したＩＣＴ総合成長戦略の策定 ②
～ 電波関連市場における新産業創出 ～


課題解決型の
アプリケーションや


サービスが今後大きく
成長する見込み


新産業・関連分野波及新産業・関連分野波及


アプリケーション
サービス


アプリケーション
サービス


基本サービス
通話・データ通信料 等


ワイヤレスインフラ


2010年


・電波関連市場について2020年には新たに50兆円規模が創出されると予想。
・今後、スマートフォンの高度化や周辺技術の進化により、様々なシステムとの連携・融合が進展。


周辺技術の研究開発や国際標準化等を通じ、ユーザーの利便性の一層の向上に寄与する
とともに、急拡大するスマートフォンをはじめとする電波関連市場における新産業の創出を推進。


【出典：電波新産業創出戦略 〜電波政策懇談会報告書〜】
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日本が強みをもつＩＣＴシステムの国際展開の推進


日本方式（ISDB‐T）


米国方式（ATSC）


欧州方式（DVB‐T/T2）


中国方式（DTMB）


①ASEANスマート
ネットワーク等


②地デジ日本方式の
採用働きかけ


③地デジを契機とした関連ビジネスの深耕
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南部アフリカ及び中米4か国（グアテマラ、ホン
ジュラス、エルサルバドル、ニカラグア）に対して
地デジ日本方式の採用働きかけ活動を実施中。


地デジ日本方式を採用した国において、その国の放送関連機器市場への日本企業の進出拡大や、地デジ以外
のＩＣＴ分野（高度道路情報システム（ITS）等）における国際展開を促進。


（参考） 今後１０年間の南米諸国の地デジ関連市場規模（推計）は受信機：約5.5兆円、放送システム：約１兆円（2010年調査）


海外の成長力の取り込みを図るため、日本が強みをもつＩＣＴシステムの国際展開を積極的に推進。


主要な地上デジタル放送方式


・日・ASEAN首脳共同宣言（平成23年11月18日）
において、ASEANスマートネットワーク構想（※）


等のICT分野における協力強化を確認。


※ＡＳＥＡＮ各国間／各国内で高速・多機能なＩＣＴインフラの
早期整備を図るとともに、防災分野等で先進的なＩＣＴ利活
用モデルの導入を目指す構想


・ASEANの現状を把握し、各国政策策定の初期
段階から官民一体となって具体的な提案を行っ
ていく予定。


参考４







サイバー空間に関する国際的な議論の動向


主な会議 各国の主な参加者 （各省は東京からの参加者のみ） 主な議題・テーマ


Ｇ８ドービルサミット


＜2011年5月/仏ﾄﾞｰﾋﾞﾙ＞


Ｇ８各国首脳


日本：菅総理（当時）


(首脳宣言の第２項目「インターネット」）


・自由、民主主義、人権（表現の自由）


・イノベーション、経済成長、雇用


・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護、知的財産権、ｾｷｭﾘﾃｨ


New World 2.0


(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ大臣級ｾﾐﾅｰ)


＜2011年10月/仏パリ＞


（仏政府主催）


仏：ベッソン産業･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ経済担当相


英：ベイジー文化・通信・創造産業担当相


その他：米電気通信庁長官､豪通信･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴｺﾉﾐｰ


相、露通信ﾒﾃﾞｨｱ相、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ通信相、ｹﾆｱ通信相


日本：山川総務審議官（総務省）


・インターネットと民主主義


・イノベーション


・プライバシー保護


・デジタルディバイド解消


・ネットワークセキュリティの確保


ロンドン国際サイバー会議


＜2011年11月/英ﾛﾝﾄﾞﾝ＞


（英政府主催）


英：ｷｬﾒﾛﾝ首相、ﾍｰｸﾞ外相、米：ﾊﾞｲﾃﾞﾝ副大統領


その他：蘭外相､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ外相､インド通信相､露通


信ﾒﾃﾞｨｱ相、欧州委副委員長


日本：山根外務副大臣､内閣官房(安危、NISC)､警


察庁、総務省、経産省、防衛省


・経済成長と開発


・社会的便益


・国際安全保障


・サイバー犯罪への取り組み


・安全で信頼のおけるアクセスの確保


ｱｳﾞｨﾆﾖﾝ文化ｻﾐｯﾄ2011


<2011年11月/仏ｱｳﾞｨﾆﾖﾝ>


（仏政府主催）


仏：サルコジ大統領、ミッテラン文化・通信相


その他：ｽｳｪｰﾃﾞﾝ司法相、欧州委副委員長


日本：近藤文化庁長官、総務省


・インターネット上の知的財産権の保護


ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの自由閣僚会合


＜2011年12月/蘭ﾊｰｸﾞ＞


（ｵﾗﾝﾀﾞ政府主催）


蘭：ローゼンタール外相、米：クリントン国務長官


その他：ｽｳｪｰﾃﾞﾝ外相、ｴｽﾄﾆｱ外相、欧州委副委


員長、ケニア情報通信相、ガーナ通信相


日本：肥塚駐蘭大使、総務省


・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の人権保護と政府の役割


・人権抑圧国家等で活動するブロガーの


支援


・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの自由のための企業責任 7


・各国は、首脳・閣僚が自らサイバー空間に関する国際会議に積極的に参加して、戦略的に情報発信。
・「イノベーション」「経済成長」「社会的便益」などが主な議題・テーマに上がるなど、サイバー空間は、今後の


成長に関わる重点分野として国際的に議論がなされている。


参考５
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1.「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギー・急拡大


資源に乏しい日本に、新たなエネルギーを生み出します


〇再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を導入しま 


 す。この制度により、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、一定の価格・期間で電気 


 事業者が買い取ることを義務付けます。


〇これに加え、立地に関する規制の見直しや研究開発支援、再生可能エネルギー発電設備の設置に際 


 しての税制優遇などに取り組んでいきます。


〇こうした取組により、再生可能エネルギーの導入拡大を目指します。


1.  再生可能エネルギー特別措置法が成立（2011年）
• 再生可能エネルギーの固定価格買取制度をスタート（2012年７月）


2.  再生可能エネルギー関連技術の研究開発支援を実施
• コスト低下・高性能化等を目指し、太陽光発電、洋上風力発電、バイオマス、海洋エネ


ルギー、蓄電池等に関する技術等の技術開発・実証事業を支援


3.  再生可能エネルギー促進のための各種規制・制度改革を実施
• 大規模太陽光発電設備について、建築基準法の適用を除外（2011年10月）


• 保安規程の作成・電気主任技術者選任が不要となる一般用電気工作物の範囲の拡大（水
力発電は2011年3月、太陽光発電は2011年6月）


• 太陽光発電について、敷地に対して設置が可能である生産施設の面積割合の上限を引き
上げ（2012年1月）


4.  被災地における再生可能エネルギー設備の導入を支援（2011年11
月）


• 福島県における研究開発拠点の整備、浮体式洋上風力発電の実証実験
• 被災地における再生可能エネルギー発電設備の導入補助


1. 固定価格買取制度の着実な施行


2. 規制・制度改革を通じた立地条件の確保
• 風力、地熱、メガソーラーの合理的な立地確保に向けた規制の緩和
• 海洋再生可能エネルギー利用促進のための制度整備方針を検討


3. 再生可能エネルギー関連技術の研究開発支援
• これまでの研究開発に係る取組を継続・強化


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


全量買取方式による固定価格買取制度を
軸とする政策パッケージ導入


再生可能エネルギー
関連市場 10兆円


今後の取組


これまでの実績


取組内容


【担当府省庁】経済産業省、内閣官房、農林水産省、国土交通省、環境省







2. 「環境未来都市」構想


「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力あるまち」を実現します


◯「環境未来都市」構想は、環境・超高齢化対応等未来に向けた技術、まちづくり等で世界
トップレベルの成功事例を生み出し、国内外への普及展開を図るものです。


◯環境価値、社会的価値、経済的価値の創造により、「誰もが暮らしたいまち」・「誰もが
活力あるまち」の実現を目指します。


1. 環境未来都市計画の策定
• 各都市において、有識者等の助言を受け、提案内容をブラッシュアップし、「環境未来


都市計画」を策定・事業の実施（2012年3月末）


2. 先導的モデル事業の実施
• 各都市において、先端的な技術・サービスを複合的に用いる等の先導的な取組を「先導


的モデル事業」として実施（2012年3月末）


取組内容


1. 「環境未来都市」11件を選定
• 「環境未来都市」構想有識者検討会（委員長：村上周三(独)建築研究所理事長）において


コンセプトを検討し、中間取りまとめ（2011年２月）


• 自治体等より募集を実施し、有識者等で構成される環境未来都市評価・調査検討会によ
る評価等により、11件を「環境未来都市」として選定（2011年12月）


• 選定都市
 ＜非被災地域 ５件＞
 ・北海道下川町 ・千葉県柏市 ・神奈川県横浜市
 ・富山県富山市 ・福岡県北九州市
 ＜被災地域 ６件＞
 ・岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町 ・岩手県釜石市 ・宮城県岩沼市
 ・宮城県東松島市 ・福島県南相馬市 ・福島県新地町


2.「環境未来都市」構想の普及展開
• 「環境未来都市」構想の国内外への普及促進のため、国内外から有識者や国際的ネット


ワークの代表者等を招き、「環境未来都市」構想推進国際フォーラムを開催（2012年２
月）


今後の取組


これまでの実績


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


世界トップクラスの
環境未来都市の創設


環境未来都市の選定  国際展開
「環境未来都市」構想


の検討


【担当府省庁】内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省







3. 森林･林業再生プラン


森林･林業を再生し、地域活性化や低炭素社会実現に貢献します


〇森林施業の集約化、路網整備、人材の育成、木材利用の拡大等の取組により、


・多様で健全な森林の整備を推進するとともに、持続的な森林経営と木材の安定供給体制 


 を確立し、輸入材に対抗できる国内林業の基盤を確立します。


・雇用創出や地域の活性化、低炭素社会の実現に貢献します。


1. 森林法を改正（2011年4月）し、森林経営計画制度を創設
• 森林施業の集約化、路網の計画的な整備等を促進するため、自ら森林経営を行う者が策定する森


林経営計画制度を創設
• 無届伐採に対する伐採中止命令や造林命令の新設により、適正な森林施業を確保


2. 森林・林業基本計画を策定（2011年7月閣議決定）
• 森林･林業再生プランの実現に向けた目標や施策を明らかにした、新しい「森林･林業基本計画」


を閣議決定
• 2020年：木材供給量の目標 39百万㎥、 総需要量見通し 78百万㎥、 木材自給率50％


3. 多様で健全な森林の整備を推進
• 森林管理･環境保全直接支払制度の導入（2011年度～）により、施業集約化や搬出間伐、路網整


備を支援


• フォレスター（森林づくりを計画・指導できる技術者）､森林施業プランナー､現場技能者の育成
（2011年度准フォレスター研修実績：440人）


• 林業専用道、森林作業道を指針策定（2011年）し、路網と林業機械を組み合わせた効率的な作業
システムの構築を支援


• 地球温暖化防止 森林吸収源対策の着実な推進 


4. 公共建築物等木材利用促進法を施行（2010年10月施行）
• 同法に基づく国の機関の計画や、地方公共団体の方針策定に向けて積極的に働きかけ
• 国産材の加工・流通体制の改革を推進 


•                  
1. 国有林野事業の一般会計化


• 国有林の公益的機能のより一層の発揮、森林・林業再生への貢献を図るため、国有林野事業を一
般会計化する法案を2012年通常国会に提出予定


2. 東日本大震災からの復興に必要な木材の安定供給
• 今後増大する木材の復興需要に対応するため「森林整備加速化･林業再生基金」を延長･拡充し、


全国規模で木材安定供給体制を構築（2011年11月～）
• 森林･林業における放射性物質対策の推進


3. 木質バイオマスのエネルギー利用の推進
• 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の積極的活用


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


森林･林業再生プラン
実行プログラムの策定


実行プログラムの着実な実施


木材自給率
50％


今後の取組


これまでの実績


取組内容


公共建築物等
木材利用促進法の施行


森林･林業基本計画の改定


都道府県方針、市町村方針の策定


【担当府省庁】農林水産省、国土交通省







4. 医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等


先端医療等の新たな医療を実用化します


〇専門的医療機関を中心として研究費や人材を重点的に投入し、先進医療に対する規制緩和を図    


 ります。また、患者保護、最新医療の治験保持の観点で選定した医療機関において、先進医療 


 の評価・確認手続を簡素化します。


〇こうした取組により、


・難治療疾患と戦う患者により多くの治療の選択肢を提供します。


・ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグ（欧米で承認されている医薬品・医療機器が我が国では


 未承認であって、国民に提供されていない状態）を解消します。


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


・重要テーマの決定
・医療機関の選定


・革新的医薬品・医療機器
 等の開発・実用化
・ドラック・ラグ、
 デバイス・ラグの解消


取組内容


・コンソーシアム創設
・先進医療の評価・
 確認手続きの簡素化


1. 先進医療の評価・確認手続き等の運用を改善（2011年5月）
• 必要な患者に世界標準の医薬品・医療機器を迅速に提供すべく、選定された医療機関において実


施する先進医療の評価・手続き等の運用の改善に着手


2. 承認審査の迅速化を実現
• 承認審査体制の強化等により、2010年度の総審査期間（中央値）の目標を達成


– 新医薬品（通常品目） ：14.7ヶ月（目標16ヶ月）
– 新医療機器（通常品目）： 20.5ヶ月（目標21ヶ月）


3. 薬事法の適用範囲を明確化（2011年3月）
• 医師が主体的に実施する妥当な臨床研究への未承認医療機器の提供等には薬事法の適用がないこ


とを明確化し、医療機器開発を円滑化（ 「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等
に係る薬事法の適用について」（2010年3月） 及び質疑応答集（2011年3月）を公表）


これまでの実績


1. 革新的医薬品・医療機器等の開発・実用化を促進
• 国際水準の臨床研究の実施や医師主導治験の中心的役割を担うとともに、最適な治療法を見いだ


すための臨床研究を実施する基盤となる、臨床研究中核病院を整備
• 国民ニーズが高い疾患等に対する医薬品・医療機器等を開発する研究に、研究費を集中的に配分


2. 新たな先進医療の評価・確認手続き等の円滑な施行
• 先進医療の新たな評価・確認手続きの運用を開始し、医療上必要性の高い未承認の医薬品等の実


用化の促進


今後の取組今後の取組


【担当府省庁】厚生労働省、文部科学省、経済産業省







5. 国際医療交流（外国人患者の受入れ）


アジアトップ水準の高度医療・健診を実現します


〇外国人患者の受入体制を整備し、アジア諸国などの医療機関等の連携を支援します。


〇医療滞在ビザの運用・見直し、外国人医師・看護師による国内診療を可能とするなどの規制緩和を


 実施します。


〇こうした取組により、


 ・日本の高度医療および健診に対するアジアトップ水準の評価・地位の獲得


を実現することを目指します。


1. 国際医療交流推進体制を整備
• 外国人患者の受入れを円滑化するための国際医療コーディネート事業にかかる環境整備調査、高


度医療分野における外国人患者の受入れを指向する国内医療機関のカタログ作成、海外でのプロ
モーション等を実証的に実施（外国人患者からの主に治療を目的とした訪日問い合わせは、2012
年1月時点で約1,100件）


2. 国際医療通訳の育成を強化
• 高度な通訳能力と医療の知識を有し、国際医療交流において不可欠な人材の育成を目的とした事


業を2010年度実施。2011年度より東京外国語大学にて自主事業として運用


3. 医療滞在ビザを創設
• 我が国での治療等を目的として訪日を希望する外国人患者にとって利便性の高い医療滞在ビザ


（最大６ヶ月の滞在期間、必要に応じて数次ビザの発給や同伴者の同行が可能等）を創設
• 2011年1月から運用を開始し、制度見直しを2012年中に実施予定


4. 外国人患者受入れに資する医療機関認証制度を整備
• 「外国人患者受入れに資する医療機関認証制度」の開発を行う第三者機関を選定（2011年4


月）。2012年度の運用開始に向け、制度設計、業務システム整備等を実施


5. 外国人臨床修練制度を見直し
• 制度の活用促進に向け、臨床修練許可に関する手続の簡素化を実現（2011年4月）


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


医療滞在ビザの設置 日本の高度医療及び健診に
対するアジアトップ水準の


評価・地位の獲得


今後の取組


これまでの実績


取組内容


国際医療交流推進体制の整備


外国人患者受入れに資す
る医療機関認証制度整備


• 国際医療交流を指向する国内医療機関、国際医療コーディネート事業者、医療機器メーカー等によ
る、情報共有及び環境整備事業等の自立的な実施に向けたネットワークを組織化（2012年度中）


2. アジア等新興国の医療機関等との連携支援


• 国内医療機関や機器メーカー等が主に新興国の医療機関等と自立的かつ継続的な連携を構築す
るための拠点整備支援を実施（2012年度中）


1. 国際医療交流推進プラットフォームの構築


3. 外国人臨床修練制度のさらなる見直し
• さらなる手続の簡素化、臨床修練許可期間の延長、医療技術の教授及び国際水準の共同研究を
 目的とした制度活用の容認に向け、できる限り早期に法案提出


【担当府省庁】経済産業省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省







6. パッケージ型インフラ海外展開の推進


日本の技術・経験を集約し、オールジャパンで世界を開きます


〇アジアを中心とする海外の旺盛なインフラ需要に応えつつ、日本の世界最高レベルの環境・省 
エネ、安全・安心の技術や内外の経験を集約し、「ワンボイス・ワンパッケージ」でインフラ


 分野の民間企業の取組を強力に支援するための枠組みを整備し、官民連携によりインフラ分野
 での海外展開を推進します。


〇こうした取組により、


・インフラ大国としての地位確立 市場規模19.7兆円を目指します。


1.推進枠組みの構築とインフラ受注支援を推進
• 司令塔としてパッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合を設置
• 大型案件で我が国への波及効果が高い、今後の類似案件への波及効果が見込まれる等の観点を総


合的・戦略的に勘案し、トップセールス等により重要なプロジェクトを推進


＜主な成果＞
• 英国高速鉄道案件にて、我が国企業を中心とするグループが優先交渉権を獲得し、契約交渉中
• インドネシアの高効率石炭火力発電案件において、我が国企業を中心とするグループが受注
• トルコ通信衛星（2機）を我が国企業が受注。ベトナムの地球観測衛星（2機）の調達・宇宙セン


ターの整備に円借款（STEP）供与を決定
• ベトナム北部ラックフェン港への円借款（STEP)供与とともに、我が国企業を中心とするグルー


プが運営事業投資許可取得


• サウジアラビアにおける上下水道について、日本・サウジ政府間で同分野の協力に関する包括的
な覚書を締結


2. 海外情報収集体制を強化
• 在外公館における「インフラプロジェクト専門官」の指名等による海外の情報収集体制拡充、


政府部内における情報の共有化


3.関係政府機関のファイナンス面での機能を強化
• JBIC法の制定による機能強化（先進国向け輸出金融等）及び分離・独立
• NEXI貿易保険の強化（現地通貨対応強化等）、JICAの海外投融資再開、円借款の戦略 的活用


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


今後の取組


これまでの実績


取組内容


1.パッケージ型インフラ海外展開の拡充
• 宇宙や環境配慮型都市（スマートコミュニティ等）を重点分野に追加するとともに、防災


等、我が国が国際競争力を持つ分野を更に洗い出す。また、こうした取組と併せて、官民挙
げた資源獲得に戦略的に取り組む


2. 受注支援の推進
• 引き続き重要なインフラ・プロジェクトにつき官民連携で取り組む


 推進枠組みの構築        受注支援     
インフラ大国としての地位
確立
市場規模 １９．７兆円


・「インフラプロジェクト専門官」指名 等


分野別戦略・
枠組み等の見直し


【担当府省庁】内閣官房、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
       国土交通省、環境省







7. 法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等


日本を「アジア拠点」として復活させ、企業の国際競争力を強化し、
雇用を創出します


〇我が国の立地環境の改善や我が国企業の国際競争力強化の観点から法人実効税率を主要国
並に段階的に引き下げ、企業の競争力強化、国内立地の促進等を図ります。


〇日本を「アジア拠点」として復活させるため、研究開発拠点やアジア本社の誘致・集積を
促すべく、税制措置を含むインセンティブ制度の充実を図るとともに、事業環境・生活環
境の整備を図る取組を着実に推進します。


• 「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」を着実に推進すると共に、認定したグロー
バル企業に対し法人税の20%所得控除等の支援措置を講じる「アジア拠点化推進法案」
の早期成立を目指す


• 復興特別法人税課税期間終了後（2015年度以降）において、実効税率の引下げが実現す


ることとなるが、その後も引き続き、雇用と国内投資拡大の観点から、今般の税率引下
げの効果や主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、新成長戦略も踏まえ、法人課税
のあり方について検討


取組内容


1. 法人実効税率を５％引き下げる法案が成立（2011年11月）


• 2012年度から法人実効税率５%引下げ（ただし、2014年度までは復興財源確保法（2011
年11月成立）による復興特別法人税を付加）


2. 「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」を策定（2011年12月）


• グローバル企業向けの事業環境整備等の施策を取りまとめた「アジア拠点化・対日投資
促進プログラム」を策定


今後の取組


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


法人実効税率の主要国並みへの段階的引下げ
企業の競争力強化
国内立地の促進


高付加価値拠点数の増加
外資系企業による雇用倍増
対日直接投資倍増


これまでの実績


「アジア拠点化・対日投
資促進プログラム」策定


アジア拠点化推進法の


制定等によるインセン
ティブ措置の充実


・日本のアジア
  拠点化の推進


【担当府省庁】経済産業省、内閣府、総務省、財務省、関係府省庁







8. グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大


あふれる「知恵」と「人材」を、世界と共有します


〇我が国の成長の牽引力となるべき「グローバル人材」の育成と、そのような人材が社会で


 十分に活用される仕組の構築を目指します。


〇外国高度人材の受入れのためのポイント制（高度人材の特性に応じて学歴、職歴、年収な


 どの項目ごとに ポイントを設け、合計が一定点数に達した場合に高度人材と認定し、出


 入国管理上の優遇措置を付与）導入等を実施します。


〇日本語教育の強化により高度人材等を育成・確保します。


1. グローバル人材育成のビジョンを策定
• 「グローバル人材育成推進会議 中間まとめ」を取りまとめ


– 留学・在外経験を有する者を11万人規模に増加（同一年齢層のうち約10％相当。高校生ま
で：約3万人、大学生： 約８万人）


– 大学のTOEFL・TOEICの成績等公表、特色あるカリキュラムや授業方法、９月入学やセメ
スター制等を促進


– 企業の雇用慣行としての「卒後3年以内の新卒扱い」、「通年採用」、「Gap Year」等の普
及・促進


• 企業と大学が従来の産学連携の枠を超えて、具体的なアクションに向けた対話を行う産学協働人
財育成円卓会議を設立（2011年７月）


2. 高度人材に対するポイント制を制度設計
• 「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の検討結果を公表（2011年12 月）


• 国際交流基金によるアジア諸国等における海外日本語講座の展開・運営


1. グローバル人材育成の推進
• グローバル人材育成推進会議で引き続き検討（2012年５月頃まで）


• グローバル人材育成に係る取組について、政府として支援するとともに、政府・行政関係者、大
学等関係者や企業関係者・経済団体等の協働により、社会全体で推進


2.高度人材等の受入れ拡大
• 「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の導入により、現行の外国人受


入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資
質を有する外国人、すなわち「高度人材」の受入れを促進（平成24年度のできる限り早い時期に
開始）


• 海外における国際交流基金日本語講座の展開・運営。2011年度から拡充計画を開始し、10年後
に全世界30カ所程度で年間受講者３万人程度を目指す。


• 米国における日本語教育・日本研究の強化


 （米国の日本語教育・研究機関・講座を緊急支援し、日本外交の重要なパートナーかつ人的資産
である米国の知日層形成の基盤を固め、日本の高度人材獲得のための環境整備を行う。）


今後の取組


これまでの実績


取組内容


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


高等教育グローバル化、日本人学生等の海外交流拡大、外国人学生の戦略的獲得


ポイント制活用等による海外人材の受入れ制度の
検討・実施


   


・日本人学生等の海外交流（社会
人の海外研修を含む） 30万人


・質の高い外国人学生受入30万人
・在留高度外国人倍増
・日本語能力を持つ優秀な現地人
材の大幅拡大   日本語教育の強化による高度人材等の育成・確保


ポイント制を通じた高度人材の
出入国管理上の優遇制度の検討


【担当府省庁】経済産業省、内閣官房、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省







9. 知的財産・標準化戦略とクールジャパンの海外展開


知財戦略・国際標準化戦略、クールジャパン戦略を推進し、我が国産
業の国際競争力強化、世界市場の獲得を実現します


〇知的財産の取得・活用、国際標準化戦略の策定・改訂、クールジャパン戦略の推進により、
 ・我が国産業の国際競争力の再強化を図り、世界市場を獲得します。


 ・コンテンツ、ファッション、食、伝統・文化・観光、音楽、これらと一体となった製品・サービ
ス等「クールジャパン」の持つ潜在力を成長に結びつけます。


1. 戦略的な知財マネジメントを展開
• ７つの重点分野（先端医療、水、次世代自動車、鉄道、エネルギーマネジメント、コンテンツメディア、ロボッ


ト）で日本政府として初めて総合的な国際標準化戦略を策定/関係府省の国際標準化への意識が格
段に向上


• 料金減免制度を含む特許料金や通常実施権の登録対抗制度の見直し等に関する特許法の改正法案
が成立/営業秘密の保護強化等に関する不正競争防止法の改正案が成立


2. クールジャパンの海外展開により我が国の魅力を発信
• 国内外でのイベント及び海外メディア活用により、東日本大震災から受けた影響の回復等を推進


（2011年12月～）
• 海外向けコンテンツの企画開発への重点投資を行うAll Nippon Entertainment Works(ANEW)の設


立（2011年10月）


• 総合特区法に基づき、ロケ誘致促進を目指す地域活性化総合特区として「札幌コンテンツ特区」
を指定（2011年12月）


• 偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)(仮称)に関し、日本で署名式を実施（2011年10月）する
など、リーダーシップを発揮


１. 国際標準化戦略のバージョンアップ
• 国際標準化戦略をオールジャパンで強力に推進し、７つの重点分野で世界市場を獲得
• 情勢変化を踏まえた新たな課題に対応するため、国際標準化戦略をバージョンアップ予定


２. 具体的な成功例を創出し、国内外へ展開を拡大
• 市場拡大が期待できるアジア新興国などで、コンテンツやアーティストを市場開拓のモデルに選


定し、官民を挙げて海外展開を推進
• 札幌コンテンツ特区を重点推進するとともに、新特区申請に向けた取組を支援
• ACTAの早期発効、参加促進により、我が国のブランド品、コンテンツ等の模倣品、海賊版の流


通等を防止


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


クールジャパンの発信、輸出、海外展開等の実施 世界のコンテンツ大国
の地位確立


日本ブランドの浸透、
価値向上による世界に
おける競争力強化


クールジャパン関連産
業市場規模  17兆円


今後の取組


取組内容


 ・クールジャパン番組の海外放送、インターネット配信の強化


知財保護、海外流通規制緩和に対する取組の強化


・ACTAの交渉妥結


特定戦略分野における
国際標準化戦略策定


日本企業の国際競争力
強化


国際標準獲得のための
体制整備強化


戦略分野における国際標準獲得
（インフラ海外展開へ貢献）


・日本ブランドへの信頼性回復に向けた取組の強化
・国際共同制作・国内撮影誘致に対するインセンティブ創設


・ACTAの早期発効、参加促進


・国際標準化人財の育成 ・議長・幹事国業務の増加、日本発の規格案の増加


これまでの実績


【担当府省庁】内閣官房、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、関係府省庁


・国際標準獲得により海外展開を拡大







10. アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を通じた経済連携戦略


主要国・地域との高いレベルの経済連携により「強い経済」を実現
します


〇世界の主要貿易国との間での高いレベルの経済連携の推進、必要となる競争力強化等の抜本的 


 な国内改革の先行的な推進、食料自給率の向上や国内農業・農村の振興との両立を図ります。


〇こうした取組により、


・市場として成長が期待できるアジア諸国や新興国、欧米諸国、資源国との経済関係を


 深化させ、我が国の将来に向けての成長・発展基盤を再構築し、「強い経済」を実現


 します。


1. FTAAPの実現   
• 日豪・日韓のEPA交渉の推進。日中韓FTA、ASEAN＋３、＋６の早期交渉開始。日加ＥＰＡ


共同研究の報告書の発表
• TPP（環太平洋パートナーシップ）については、交渉参加に向けて関係国との協議を進め、


各国が我が国に求めるものについて更なる情報収集に努め、十分な国民的議論を経た上で、
国益の視点に立って、TPPについての結論を得る


2. 国内対策の一体的実施
• 農業：「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」を踏まえて個別の経


済連携ごとに検討
• 人の移動：看護師・介護福祉士等の海外からの人の移動に関する課題への更なる取組
• 規制制度改革：非関税障壁を撤廃する観点から規制制度改革を引き続き推進 等


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


「包括的経済連携に関す
る基本方針」の策定


FTAAPの構築を
含む


経済連携の推進


今後の取組


取組内容


【担当府省庁】内閣官房、総務省、外務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、
       関係府省庁


1. 主要貿易国とのEPA/FTAを推進
• インドとのEPA発効（2011年8月）、ペルーとのEPA発効予定（2012年3月）
• 日豪EPAの推進（2012年2月日豪EPA第14回会合）
• 日中韓FTA共同研究の終了（2011年12月）
• 日モンゴルEPA共同研究の終了（2011年3月）
• 日加EPA共同研究の推進（2012年1月、第4回共同研究会合）
• ASEAN＋３、＋６に関し、３つの新たな作業部会を設置することで一致（2011年11月）


対策の一体的実施
• 農業：「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」を政府決定（2011年10月）
• 人の移動：「人の移動に関する検討グループ」（2010年11月設置）において、「経済連携協


定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ等についての基本的な方針」を策定
（2011年6月）


• 規制制度改革：行政刷新会議規制・制度改革分科会において議論（2011月4月に「規制・制
度改革に係る方針」を閣議決定）


2. 農業・人の移動・規制改革など国内対策を一体的に実施


これまでの実績







1. 総合特別区域の推進
• 国と地方が協働で、各地域から提案された規制の特例措置等の実現に向けた協議を実施


• 協議の結果に基づいて作成する総合特別区域計画の認定を行い、産業の国際競争力の強化や地域の活性
化の実現に向けた取組への支援を実施


2. オープンスカイのさらなる推進
• 欧州やアジア諸国をはじめとした各国との交渉を進め、オープンスカイを推進
• 羽田空港については、最短で2013年度中に見込まれる44.7万回への増枠に際し、昼間時間帯の国際線
を、3万回を基本として増枠


• 成田空港については、地元合意を踏まえ、最短で2014年度中に30万回まで拡大


3. 国際戦略港湾政策
• 大阪港・神戸港（阪神港）、東京港・横浜港・川崎港（京浜港）において必要な施設整備や民の視点を
導入した港湾運営会社の指定等を実施


11.「総合特区制度の創設」と徹底したオープンスカイの推進等


〇総合特別区域を指定し、地域の包括的・戦略的なチャレンジをオーダーメードで総合的に支援（規


 制の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置）を行います。


〇首都圏空港（羽田・成田）の容量拡大を進めつつ、首都圏空港を含むオープンスカイ（航空会


 社が自由な経営判断で新規路線の開設や増便を行うことができるよう、国際定期便の企業数、路線等の制


限を二国間で相互に撤廃すること）を実現するため、東アジア・ASEAN各国をはじめとした世界


の主要国との間で航空交渉を推進しています。


〇港湾の「選択と集中」を進め、民間の知恵と資金を活用した港湾運営を実現します。


 


取組内容


2010年度実施 2011年度実施 2013年度までに実施 2020年までの成果目標


総合特区法案提出


国際競争力・地域力の向上


必要な規制緩和等の実現と各地域の取組の推進


首都圏空港の段階的自由化等


地方発の、経済成長エンジンを生み出します


日本の空を世界へ、アジアへ開きます


1. 総合特別区域制度を創設・第1次区域を指定
• 規制の特例措置等を定める総合特別区域法が成立（2011年6月）
• 国際戦略総合特区７箇所、地域活性化総合特区26箇所を第1次指定（2011年12月）
（経済効果等：5年後の経済効果は約9兆円、雇用創出効果は約37万人を期待（指定自治体調査））


2. オープンスカイを推進
• 米国を皮切りに、アジア諸国・地域（韓国、シンガポール、香港等）、カナダ、オーストラリ


ア、英国等の14ヵ国・地域と合意（2012年2月時点）
• 羽田空港の再拡張事業供用開始による容量拡大を機に、国際線発着枠6万回（昼間3万回、深夜3


万回）を実現し、32年ぶりに本格的な国際定期便が就航（2010年10月）。さらに、2011年3月か
らは、発着枠が39万回に増加


• 成田空港で同時平行離着陸方式を開始。発着枠が22万回から23.5万回まで拡大（2011年10月）


3. 我が国港湾の国際競争力を強化
• 国際戦略港湾（阪神港・京浜港）の直轄港湾工事の国費負担率の引上げや港湾運営会社制度の創


設等を規定した改正港湾法（2011年3月成立）により、我が国港湾の国際競争力を強化


これまでの実績


「民」の視点による港湾経営を実施
国際コンテナ
戦略港湾の選定


オープンスカイの枠組みの
拡大等


【担当府省庁】内閣官房、国土交通省


今後の取組







1. 情報の発信と訪日旅行プロモーションを実施
• 東日本大震災以降、政府・自治体・民間一体となった情報の発信
• 海外メディアや旅行会社を日本へ招請（合計約1000名）（2011年５月以降）
• 北京及びバンコクにおいて日本政府観光局と国際交流基金とのワンストップ化を試行的に実施


（2011年７月以降）
• ビジットジャパン事業による市場別プロモーションを積極展開（2011年10月以降）


2. 中国人訪日観光ビザ発給件数の増加
• 訪日観光にビザが必要な国の中で最も訪日客数が多い中国では、ビザ発給件数が増加


  団体観光ビザ発給数 2004年 約6万4千件      ⇒2011年 約30万件 （12月末までの暫定値）に増加
  個人観光ビザ発給数 2009年 約 7千件（7月～） ⇒2011年 約7万5千件（12月末までの暫定値）に増加


3. 休暇取得の分散化に関する国民的コンセンサス形成に向けた普及
啓発を実施
• 経済界・労働界・教育界等をはじめとする幅広い関係者との意見交換等を行い、国民的コンセン


サス形成に向けた普及啓発を実施


• 企業における有給休暇取得促進と学校休業日の柔軟な設定により、大人と子どもの休みのマッチ
ングを行う「家族の時間づくり」プロジェクトを10地域99校で実施（2011年度）


12.「訪日外国人３，０００万人プログラム」と「休暇取得の分散化」


観光立国として魅力ある日本を実現します


地域経済の活性化を実現します


〇「選択と集中」による効果的なプロモーションの実施等により、2020年初めまでに訪日外国人2,500万人、
将来的には3,000万人の達成に向けた取組を進めます。


○ピーク時に依存した需要構造を平準化し、混雑等のために顕在化していない需要を掘り起こすため、


地域ブロック別に分散して大型連休を取得する取組など「休暇取得の分散化」を実現します。


取組内容


これまでの実績


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


2020年訪日外国人
2,500万人達成に向けた


アクションプログラムの
作成、実施


・訪日外国人2,500万人
・経済波及効果10兆円
 新規雇用 56万人
・休暇取得の分散化による
 需要創出効果 1兆円


中国人訪日観光ビザの取得容易化・訪日中国人の拡大


祝日法改正法案の検討


有休取得促進、学校休業日の
柔軟な設定に係る実証事業の


実施


1. オールジャパンによる訪日プロモーションの実施
• 海外消費者の趣向に則した、より機動的・効果的なプロモーション手法の追求


• 観光庁・日本政府観光局のみならず、在外公館をはじめとする関係省庁、地方公共団体、経済界
との連携強化によるオールジャパンによる強力な訪日プロモーション体制の実現


• 専門性の高い職員からなる日本政府観光局海外事務所の体制を強化し、海外現場レベルでの情報
収集・営業活動を強化


2. 休暇改革の推進 


• 休暇を取得しやすい職場環境の整備や、子どもの休みの多様化・柔軟化など、休暇に対する国 
 民意識の変革に向けた取組を推進
• 大型連休を地域別に分散して設定する休暇取得の分散化の本格実施について、震災後の国民生


活・経済活動等への影響及び国民的コンセンサスの状況を踏まえて引き続き検討
 


今後の取組


PDCAサイクルを活用し


た目標・成果管理の徹
底


休暇取得分散化の
本格実施


円滑な導入へ向けた休暇
取得の分散化の周知


【担当府省庁】国土交通省、法務省、外務省、関係府省庁







1.  質の高い住宅の供給を目的とした施策を展開
• 住宅エコポイントを再開し、被災地の復興支援とともに住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推


進
• フラット35Sにより省エネルギー性が優れた住宅を取得する場合の当初5年間の金利引下幅を拡大
• 長期優良住宅に係る認定制度（2009年６月施行）に基づき、税制・融資の優遇措置や補助制度の


適用など、新築住宅における長期優良住宅の普及を促進
• 社会資本整備総合交付金により、住宅の耐震化を支援


2. 建築基準法の見直しに向けた取組を展開
• 建築確認手続き等について運用改善を実施し、鉄筋コンクリート造の建築物等の構造基準の合理


化や建築確認･審査手続きの合理化等を実現（2010年6月：第一弾、2011年5月：第二弾）


13. 中古住宅・リフォーム市場の倍増等


住宅投資を活性化し、安定した経済成長を実現します


・ストック重視の住宅政策への転換に必要な、市場環境の整備、規制緩和等を実施します


・「作っては壊す」社会からの転換を図るための質の高い住宅の供給を促進します


・内需拡大の経済成長を実現するための住宅・不動産市場の活性化を促進します


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


中古住宅・リフォームトータルプランの策定、実施


中古住宅流通市場・リ
フォーム市場の規模倍増


取組内容


市場活性化の取り組みとして、建築確認手続き等に
ついて、運用改善を実施
建築法体系の見直しに向けた基本的視点を整理


これまでの実績


今後の取組


質の高い住宅の供給を目的とした施策の実施


1. 中古住宅・リフォームトータルプランの策定、中古不動産流通 


 市場整備・活性化の取組を推進


2. 住宅の省エネ化や長期優良住宅認定制度の普及促進等を通じ、
 質の高い住宅の供給を推進


3. 建築法体系全体の見直しに向けた基本的視点の整理


【担当府省庁】国土交通省







14. 公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進


社会資本の整備・管理に民間の資金や能力を活用します


〇国・地方ともに厳しい財政状況の中で、社会資本の整備･管理においても、民間の資金や


 創意工夫を最大限活用する必要があることから、公共施設等運営権の導入等、PFI（民間資


 金等活用事業）制度の拡充を実施しました。


〇こうした取組により、


・財政状況の厳しい中、必要な社会資本整備や既存施設の維持･更新需要に対応します。


・民間の事業機会を創出することを通じて、経済の活性化を図ります。


官民連携によるインフラファンド（(株)PFI推進機構）の設立
• 官民連携によるインフラファンドの機能を担う㈱民間資金等活用事業推進機構の設立に


必要な改正を内容とするPFI法改正法案を閣議決定 (2012年2月)
• 独立採算型等のPFI事業に対する金融支援等を実施することにより、財政負担の縮減や民


間の事業機会の創出を図り、我が国の成長力強化に寄与


取組内容


PFI制度の大幅な拡充を内容とするPFI法改正が成立(2011年6月)
• 公的賃貸住宅、船舶・航空機等、人工衛星をPFIの対象施設として追加


• 民間事業者による提案制度を導入し、民間の創意工夫の一層の活用を図るため、民間事
業者によるPFI事業の提案について制度化


• 公共施設等運営権制度を導入し、公的主体が所有する公共施設等について、民間事業者
による安定的で自由度の高い運営を可能とすることにより、利用者ニーズを反映した質
の高いサービスを提供


• 民間資金等活用事業推進会議（会長：内閣総理大臣）を創設し、政務主導の推進体制を
整備 


今後の取組


これまでの実績これまでの実績


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


社会資本ストックの効率的、
戦略的な新設・維持管理の実現
2010年～2020年のPFIの事業規
模：少なくとも約10兆円以上


公物管理の民間開
放、公務員の民間へ
の出向の円滑化、民
間資金導入の制度整


備等


公共施設整備を行う
際、まずPFI手法で整


備することを検討す
る制度の導入に向け


た検討


コンセッション方式の
導入等に係るPFI制度


の拡充


【担当府省庁】内閣府、国土交通省、関係府省庁







15. 「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化と人材育成


「知恵」と「人材」を生み出し、世界をリードします


〇天然資源に乏しい我が国にとって、唯一の競争力の源泉である「知恵」と「人材」を持続的に生み出すため、
「リーディング大学院の構築」等を国家戦略として強力に推進、科学技術力で今後も世界をリードします。


〇こうした取組により、以下の実現を目指します。


・特定分野で世界トップ50に入る研究・教育拠点を100以上構築


・理系博士課程修了者の完全雇用と社会での活用


1. 「リーディング大学院」の構築支援を開始（2011年11月）
• 俯瞰力・独創力を備え、産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成する「リーディング大学


院」の構築を支援する「博士課程教育リーディングプログラム」を開始（2011年21件採択）


2. トップレベル頭脳循環システムを構築
• 「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」において、新たに1拠点を採択（2010年7月）し、現在６拠


点で活動中。また、頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣事業を開始（2011年4月）
• 国家基幹技術であるX線自由電子レーザー施設「SACLA」では、世界最短波長X線レーザーの発振成


功し（2011年6月）、京速コンピュータ「京」では、世界最高水準の性能目標である10ペタフロップス（１秒
間に１京回の計算性能）を達成（2011年11月）


3.つくばイノベーションアリーナ（TIA）ナノテク拠点を形成（2011年2月）
• 産学官の叡智を結集したｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点におけるｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝとして「ＴＩＡ中期計画」を決定


4. テニュアトラック普及・定着事業を開始（2011年4月）
• テニュアトラック制（若手研究者が厳格な審査を経てより安定的な職を得る前に、任期付きの雇用形態で自立した


研究者としての経験を積むことができる仕組み）を実施する大学等を支援することで、現在までに646名のテ
ニュアトラック教員が採用され、充実した研究環境で優れた研究成果を創出


5. 産業技術総合研究所を活用したｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出人材育成（2011年4月）
• （独）産業技術総合研究所ポスドク研修生全員の民間企業でのOJT （On-the-Job Training）を実施


1. 更なる「リーディング大学院」の構築
• 「博士課程教育リーディングプログラム」の新規採択を行い、「リーディング大学院」の構築支援を充実


2. トップレベル頭脳循環システムの構築
• WPIにおいて先鋭な領域に焦点を絞った取組で世界随一に躍り出る新たな3拠点程度を公募。 「京」及


びこれを中核としたHPCI（2012年秋供用開始予定）や、「SACLA」（2012年３月供用開始）・「SPring-8」・
「J-PARC」といった最先端量子ビーム施設等においては安定運転を確保しつつ研究環境の充実を図る
とともに、 先導的な成果創出に向けた利用研究開発を重点的に推進


3.つくばイノベーションアリーナナノテク拠点（ＴＩＡ）の形成
• 「世界的産学官連携研究センター」等を構築し国内外の産学官と連携した研究開発及び人材育成を推進


4. テニュアトラック普及・定着事業の推進
• テニュアトラック制の教員の割合を、全大学の自然科学系の若手新規採用教員総数の３割相当とするこ


とを目指し、テニュアトラック普及・定着事業を通じ、制度の普及・定着を図る


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


・特定分野で世界トップ50
に入る研究・教育拠点を
100以上


・理系博士課程修了者の完
全雇用と社会での活用


今後の主な取組


これまでの主な実績


取組内容


産官学集中連携拠点、トップレベル頭脳循環システム（仮称）の構築


「リーディング大学院」構築


テニュアトラック普及・
定着事業等の開始


【担当府省庁】文部科学省、内閣府、経済産業省







16. 情報通信技術の利活用の促進


情報通信技術革命を徹底し、国民の暮らしや生活を豊かにします


〇個人情報保護を確保した上で、異なる行政分野等の情報連携を通じ国民本位の電子行政を実現


 する基盤として「国民ＩＤ制度」を整備します。


〇情報通信技術の利活用を阻害する制度・規制等を徹底的に洗い出します。


〇2015年頃を目途に、全ての世帯でのブロードバンドサービスの利用を目標とする「光の道」構


 想に、引き続き取り組みます。


〇こうした取組により、


・2020年までに50％以上の地方自治体において公平で利便性が高い電子行政を実現します
（政府は2013年まで）


・主要な申請手続や証明書入手を週7日24時間ワンストップで行うため、2013年までに、


 コンビニ等の端末を通じて国民の50%以上が利用できるようにします


1. 電子行政推進に関する基本方針を策定（2011年8月）
ＩＴ戦略本部において、「電子行政推進に関する基本方針」を策定し、電子行政の取組を強力に推進
する政府の司令塔としての政府CIO制度の役割、基本設計等について、検討の方向性を整理


2. 規制・制度改革の対処方針を策定（2011年8月）
ＩＴ戦略本部において、「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に係る対処方針」を策定し、
電子行政、医療、教育等に係る計36項目の規制・制度を見直し


3.「光の道」構想実現のための関連法を改正（2011年5月）
「光の道」構想（2015 年頃を目途に全ての世帯でブロードバンドサービス利用を目標とする構想）の


実現に向けて、未整備地域における基盤整備の推進及び競争政策の推進のため、電気通信事業法等関
連法の改正法が成立


3. ２.電気通信事業法等関連法の改正法が成立（2011年5月）   


1.国民ID・電子行政の推進
• ITを活用した情報連携の仕組みを活用した新たな行政サービスを推進（2012年６月を目途にロー


ドマップを取りまとめ）
• マイポータル等の民間活用の検討を推進（2012年６月を目途にロードマップを取りまとめ）


2.行政キオスク端末のサービス拡大
• 行政キオスク端末（行政機関や店舗等に設置され、各種証明書の交付、手続等の行政サービスを利用


できる情報端末設備）の導入自治体、設置場所、サービスメニューを拡大（2013年までに国民の
50％以上が利用可能とする）


3.医療情報化の推進
• 「どこでもＭＹ病院」構想の実現、シームレスな地域連携医療の実現、レセプト情報等の活用に


よる医療の効率化に関して、具体化に向けた検討や実証事業等を引き続き実施


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


・情報通信技術利活用の阻害
 要因洗い出しと対応策決定


・国民本位の電子行政を実現
・全ての世帯でブロードバンド
 を利用


今後の取組


これまでの実績


取組内容


国民ID制度の実現


政府の電子行政実現


【担当府省庁】内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省庁


「 光 の 道 」
関連法を改正







17. 研究開発投資の充実


科学技術イノベーション先進国として世界をリードします


〇研究開発投資を第４期科学技術基本計画に沿って拡充するとともに、効果的、効率的な技術開発  


 を促進するための規制改革や支援体制の見直し、官民連携の強化、民間研究開発投資への税制優 


 遇措置など研究開発投資の促進に向けた各種施策を検討・実施する。また、国民の理解を得られ 


 るよう、予算の「選択と集中」を強化し、重複の排除や透明性の向上を徹底するなど、科学技術 


 予算編成プロセスを抜本的に改革します。


〇こうした取組により、科学技術イノベーション先進国としての地位を保持し、各国との協力の


 下、地球規模問題の解決等に貢献します。


1. 第４期科学技術基本計画を閣議決定（2011年8月）
• 平成23年度～27年度の新たな第４期科学技術基本計画を策定。官民合わせた研究開発投資を対


GDP比４%以上、政府研究開発投資を対GDP比１%、総額約25兆円とするとの目標


2. 科学技術関係予算編成プロセスを改革（2010年～）
• 総合科学技術会議が国として最優先で取り組むべき課題を「科学技術重要施策アクションプラ


ン」として提示する仕組みを導入。科学技術関係施策の重点化、各府省の連携強化による効率
化、及び施策の立案過程の一層の透明化


1. 科学技術イノベーションを強化し、我が国の喫緊の課題を解決
• 第４期科学技術基本計画に沿って科学技術イノベーション政策を推進することで、震災からの復


興再生、エネルギーの安定確保と両立した低炭素社会の実現と気候変動問題への対応、世界最速
の高齢化への対応といった、我が国が抱える喫緊の課題の解決（2015年度まで）


• 多様で幅広い関係者が参画するプラットフォームとして「科学技術イノベーション戦略協議会
（仮称）」を設置し（2012年）、我が国が抱える課題の解決に向けた将来ビジョンを共有、その


実現に向けた戦略を策定する。策定した戦略は、科学技術重要施策アクションプラン等を通じて
実現を目指す


2. 科学技術イノベーション戦略本部により、研究開発投資の重点配分を実現
• 総合科学技術会議を改組し、企画立案、各省間の調整等の司令塔機能を強化した「科学技術イノ


ベーション戦略本部（仮称）」の可能な限り早期の設置を目指す


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


・政府の関与する研究開発投資の第４期科学技術基本計画に沿った拡充
・研究開発投資の促進に向けた各種施策（研究開発税制等）の検討・実施


官民合わせた研究開発投
資GDP比４％以上の達成


今後の取組


これまでの実績


取組内容


【担当府省庁】内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、関係府省庁







18. 幼保一体化等


良質な成育環境を保障し、子どもの笑顔あふれる社会を実現します


〇子ども・子育て新システムにより、指定制度を導入し、多様な事業主体の保育事業への参入を促進
するとともに、学校教育・保育に係る給付を一体化したこども園給付（仮称）を創設し、財政措置
に関する二重行政の解消及び公平性の確保を図ります。また、学校教育・保育及び家庭における養
育支援を一体的に提供する総合こども園（仮称）を創設します。


〇こうした取組により、


 ・質の高い学校教育・保育の一体的提供
 ・保育の量的拡大


 ・家庭での養育支援の充実       の実現を目指します。


1. 幼保一体化等に関する具体的制度設計をとりまとめ
【子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ（2012年２月）の内容】


• すべての子どもの健やかな育ちと、結婚・出産・子育ての希望がかなう社会を実現するため、給
付システムの一体化と施設の一体化の両面から幼保一体化を推進し、質の高い学校教育・保育の
一体的提供、保育の量的拡大及び家庭における養育支援を充実


• そのため、指定制度を導入し、客観的基準を満たした施設及び多様な保育事業への財政措置を行
うこと等により、多様な事業主体の保育事業への参入を促進し、質の確保された保育の量的拡大
を実施


• 併せて、学校教育・保育に係る給付を一体化した「こども園給付（仮称）」を創設し、学校教
育・保育に関する財政措置に関する二重行政の解消及び公平性の確保を図るとともに、新たに学
校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する「総合こども園（仮称）」を創設


• なお、国における所管についても、省庁再編の際に実現を目指す子ども家庭省（仮称）の基盤と
なる組織体制として、新システムにおける権限を、内閣府特命担当大臣の下で適切に実施するた
めの体制を整備し、新システムの一元的な実施体制を担保


1. 税制抜本改革とともに所要の法案を2012年通常国会に提出
• 税制抜本改革とともに2012年通常国会に関連法案を提出


2. 恒久財源を得て早期に本格実施
• 子ども・子育て新システムは恒久財源を得て早期に本格実施を行うが、その具体的な期日につい


ては、消費税の引き上げの時期を踏まえるとともに、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備
に要する一定の期間も考慮して、検討。


• 法案成立後、2013年度を目途に子ども・子育て会議（仮称）の設置や国の基本指針の策定など可
能なものから段階的に実施


今後の取組


これまでの実績


取組内容


【担当府省庁】内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


すべての子どもに保護者の
就労形態等による区別なく
質のよい成育環境の整備


少なくとも2017年には働く


ことを希望するすべての人
が仕事に復帰できる体制の
整備


「こども指針（仮称）」
の検討


・幼児教育と保育をともに提
 供する「こども園（仮
 称）」に一体化
・利用者補助方式への転換


「子ども家庭省（仮称）」の
創設等の検討


国及び地方における実施体制の一
元化（「子ども家庭省（仮称）」
の創設等）


客観的基準による施設認可の
徹底


・指定制度の導入
・「こども園（仮称）」に


ついて価格制度を一本化


（※上記は、新成長戦略工程表の概要であり、今後「社会保障・税一体改革大綱」等を踏まえて、所要の改訂を実施）







19.「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入


成長分野における人材の育成・確保を実現します／長期失業などの困
難を抱える方々への寄り添い型の支援の実現を目指します


〇成長分野における人材の育成・確保を図るため、実践的な職業能力を「わかる（知識）」と
「できる（実践的スキル）」の両面から評価して、７段階のレベルで認定する（キャリア段
位制度）とともに、この評価基準等に照らした人材の育成、労働移動を促す仕組みの構築を
目指します。


〇「パーソナル・サポート・サービス」の制度化により、失業や健康をめぐる問題などの様々
な生活上の困難に直面している方に対し、「パーソナル・サポーター」が当事者の状況にあ
わせて寄り添い型支援を行います。


1. 2012年度からキャリア段位制度のレベル認定を開始
• キャリア段位制度を被災地において先行的、重点的に立ち上げ、レベル認定を行う


2. パーソナル・サポート・サービスの制度化に向けた検討
• モデル・プロジェクトについて、新たな地域を加えた全国27地域において、社会的排除


リスクの高い者を幅広く対象としたプロジェクトとして継続発展させるなど、引き続き
パーソナル・サポート・サービスの制度化に向けた検討を行う


取組内容


1. キャリア段位制度を構築中
• 介護人材、カーボンマネジャー及び食の６次産業化プロデューサーの各分野を対象とし


て、実践的な職業能力の評価の基準、育成プログラム等を作成中


• ３分野（介護人材、カーボンマネジャー及び食の６次産業化プロデューサー）で実証事
業を実施


2. パーソナル・サポート・サービス モデル・プロジェクトの実施
• 全国19地域においてパーソナル・サポート・サービスモデル・プロジェクトを実施
• 「パーソナル・サポート・サービス検討委員会」において制度化に向けた課題を検討


今後の取組


これまでの実績


2010年度実施
2020年までの


成果目標
2011年度実施


2013年度
までに実施


キャリア段位制度の推進
体制整備


キャリア段位制度の推進
体制整備


キャリア段位制度の本格的実施  
（日本版ＮＶＱへの発展） 


  
キャリア段位制度の立ち上げ
 


「パーソナル・サポート・サービス」の制度化に向けた検討
失業を新たなチャンスに変える
「セーフティ・ネットワーク」の実現 


制度的な
枠組みの
構築 


【担当府省庁】内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省







1. 寄附税制の拡充


• 認証制度の見直しや財政基盤確立のための措置等を内容とする特定非営利活動促進法を改正
• NPO法人の要件緩和や認定NPO法人及びこれと同様の基準を満たした公益社団・財団法人、学校


法人、社会福祉法人、更生保護法人への寄附金に係る税額控除の導入等を内容とする寄附税制を
拡充


• 各都道府県に交付金を配分し、各都道府県に設置する基金を用いて、NPO等の活動基盤整備や寄
附募集の支援等を行うとともに、NPO、地方公共団体、企業等が協働する取組を支援


• 東日本大震災被災地域等において、被災3県の基金を積み増し、「新しい公共」の担い手による
支援拠点の整備、地域づくりなどを支援


これまでの実績


20. 新しい公共


〇官だけでなく、市民、企業、ＮＰＯ法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法


 人などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、身近な分野において、共助の


 精神で活動する「新しい公共」を推進します。


〇こうした取組により、全ての国民に「居場所」と「出番」が確保され、様々な主体が
「公」に参画する社会を再構築することを目指します。


 


1. 「新しい公共」の担い手による実際の活動の後押し
• 新たな寄附税制や改正NPO法の円滑な施行・周知に向けた取組を推進


• 拡充された寄附税制等の下で、「新しい公共」の担い手による実際の活動の広がり状況を確認す
るとともに、その広がりを制約している条件がある場合は、その是正策を検討


• 「新しい公共」円卓会議及び「新しい公共」推進会議の提案に対する「政府の対応」を着実に実
施していくためのフォローアップ


• 全国における「新しい公共」の活動事例についての情報発信


2.  新しい公共支援事業の実施
• 新しい公共支援事業を引き続き着実に実施することにより、「新しい公共」の担い手の自立的活


動を後押しし、「新しい公共」の拡大と定着を図る


取組内容


今後の取組


2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


官が独占していた領域を公に開き、ともに支え合う仕組みを構築
「新しい公共」への参加割合の拡大


２６％（2010年）→約5割


2010年度実施 2011年度実施


資金の流れを変え、国民が支える公共を構築
国民の自発的な寄附の流れを


GDP比５～１０倍増


全ての国民に「居場所」と「出番」のある社会を実現します


1. NPOへの寄附金に係る寄附税制を拡充（2011年6月）


2. 新しい公共の取組を支援（新しい公共支援事業）


【担当府省庁】内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省







2. 総合的な取引所検討チーム取りまとめの公表（2012年2月）


21．総合的な取引所（証券･金融･商品）の創設の推進


証券・金融･商品を一つの取引所で扱えるよう制度を整備します


〇 証券･金融、商品を扱う取引所が別々に設立・運営されているという現状を踏まえ、2013年度


までに、この垣根を取り払い、全てを横断的に一括して取り扱うことのできる総合的な取引所


創設を図る制度･施策の可能な限りの早期実施を行います。


〇 総合的な取引所においては、市場としての機能を再生･発展させるため、投資家･利用者の利


便性を第一の仕組みとし、「国を開き」、世界から資本を呼び込む市場を作り上げるための具


体的な対応をできるだけ速やかに実行することにより、アジアの資金を集め、アジアに投資す


るアジアの一大金融センターとして「新金融立国」を目指します。


2012年の通常国会に所要の法案を提出


取組内容


今後の取組


１．総合的な取引所検討チームの発足（2010年10月）
• 中間整理を2010年12月にとりまとめ。①取引所（システムを含む）、②清算機関（決済を含


む）、③規制・監督、④税制（損益通算制度の導入、申告分離課税、総合課税などの課税方
式の一元化を含む）、⑤更なる規制改革、について論点を提示


• 総合的な取引所の実現に向けた制度の整備等の内容を取りまとめた「総合的な取引所検
討チーム取りまとめ」を2012年２月に公表


2010年度実施 2011年度実施
2013年度
までに実施


2020年までの
成果目標


・総合的な取引所
（証券・ 金融・商
品） 創設を促す制
度・施策の検討


アジアのメインマーケット・
メインプレーヤーとしての


地位の確立


総合的な取引所（証券・金融・商品）
創設を図る制度・施策の可能な限りの


早期実施


【担当府省庁】金融庁、農林水産省、経済産業省


1. 総合的な取引所検討チームを発足（2010年10月）


これまでの実績
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「国家戦略フォーラム in 岡山」の概要（報告） 


 


１．趣旨 


 「日本再生戦略」を骨太なものにするためには、地方における先進的な取組


事例や意見を取り入れていくことが重要との観点から、国家戦略会議議員によ


る地方視察や意見交換会を開催。第一弾として、「国家戦略フォーラムin岡山」


と題し、地域からいかにイノベーションを起こし日本の成長につなげていくか


等について現地企業の経営者等と意見交換を実施。 


 


２．開催概要 


日にち：平成 24 年２月 25 日（土）  


 出席者：古川元久 国家戦略担当大臣 


     岩田一政 日本経済研究センター理事長 


     現地企業経営者・NPO 関係者 


 


３．主な意見・指摘事項 


  ・国内医療機器市場では外資系企業が多くのシェアを占めている。世界初の


技術を開発しても治験や認可に時間がかかり、販売するときには外資系企


業に先を越されることになる。医療需要が伸びる中で医療分野を成長産業


とするためにも、国内企業の足かせとなっている規制の改革や審査制度の


充実等を進めるべき。 


 ・水島コンビナートでは、エリア内の企業が連携し生産ネットワークの最適


化を進めているが、エネルギー等のインフラ面の規制がボトルネックとな


り、製品開発とのスピードに齟齬が生じている。総合特区に指定されたの


で規制のボトルネックの解消を進めていきたい。 


 ・起業を目指す若者が地域の森林資源を活用した商品開発に取り組んでいる。


地域には眠っている資源があり、それを活用できる人材の育成が重要。 


 ・学校教育の段階から自立心を養い、若者が起業マインドを持つようにすべ


き。また、起業の支援策は色々とあるがほとんど周知されておらず、政策


の効果が出にくくなっているので広報の仕方を工夫すべき。 


 ・中小企業やベンチャー企業の R&D に対する補助金については、事業化につ


ながるように工夫する必要があるとともに、成果をしっかりと確認し、説


明責任を持たせるべき。 


参考資料２ 
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１．再生可能エネルギーの導入支援・研究開発拠点の整備


被災地を先駆例として、再生可能エネルギーを生み出します


〇再生可能エネルギーの導入支援、スマートコミュニティの構築、福島県沖における浮体式洋上風力発


電の実証、大学、研究機関、企業等が参画した研究開発拠点の整備を通じ、産業の振興や雇用の


創出を図るとともに、災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムを導入する。


〇こうした取組により、


・再生可能エネルギーの大幅な導入拡大を進めます。


・世界最先端の再生可能エネルギー技術を創出します。


・環境先進地域（エコタウン）づくりを目指します。


１. 被災地における再生可能エネルギーの拠点を整備
• 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー技術について、基礎から早期実用化までの一貫した研


究開発等を行うため、福島県に研究開発拠点を新たに整備


• 東北が新たな環境先進地域として発展することに貢献する観点から、将来的に事業化・実用化されうる
先進的なエネルギー技術の研究開発を実施


• 福島沖において、世界最大級の浮体式洋上風力発電の実証を実施


２. 再生可能エネルギーの導入支援
• 再生可能エネルギーや蓄電池を駆使したスマートコミュニティの構築の支援
• 浮体式洋上風力発電施設の安全ガイドラインの策定等、安全面の環境整備


３. 地域の防災拠点における自立・分散型エネルギーシステムの導入
• 復興のまちづくりと一体で、防災拠点（地方公共団体又は民間の施設）への再生可能エネルギーや蓄


電池の導入、民間の再生可能エネルギー事業者の支援等を行う地方公共団体を支援


【担当府省庁】 経済産業省、外務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省


内容


今後の取組


１. 再生可能エネルギーの導入拡大のための財政支援（2011年11月）
• 被災地等をはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大を支援するための予算を措置
• 必要に応じ、各種事業の基金化を措置


２. 国際エネルギー・セミナーの開催（2012年3月）
• エネルギー関連国際機関や国内外の専門家による議論を通じて，福島県をはじめとする被災地におい


てスマートコミュニティ実現に向けた提案を実施


３. 事業実施に向けた取組
• グリーンニューディール基金の活用を図るため、岩手県・宮城県・福島県等から提出された各自治体の


事業計画に基づき、交付予定額を決定し、速やかな実施に向け準備
• 再生可能エネルギー事業の実施のための各種調査・検討を開始（被災地の８ヵ所）


これまでの取組







地域資源を活用したエネルギーを導入し、被災地を先駆例として、低炭素
まちづくりを実現します


・震災廃棄物、間伐材、小水力、下水汚泥等の地域資源を活用した電力・熱等のエネルギーの供給


・風力、太陽光、小水力、地熱等の再生可能エネルギー導入拡大のための調査、事業化計画策定


・防災拠点等への再生可能エネルギーや、ガスコージェネレーションシステムの導入支援により、


被災地に自立・分散型エネルギーの導入を図り、エネルギー利用の効率化を図ることで、低炭素
かつ災害に強い地域づくりを行います。


内容


3.下水道先端的再生可能エネルギー利用プロジェクトの実施


2.再生可能エネルギー導入のための計画策定支援等業務の実施


１．防災拠点等への自立・分散型エネルギーシステムの導入支援


4.農山漁村における再生可能エネルギーの導入を促進


２．地域資源を活用した電力・熱等のエネルギー供給システムの導入


【担当府省庁】 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省


• グリーンニューディール基金により、防災拠点への自立・分散型エネルギーシステムの導入を
支援するため、青森県・岩手県・宮城県・仙台市・秋田県・山形県・福島県・茨城県から提出
された各自治体の事業計画に基づき、交付予定額を決定。その他、ガスコージェネレーション
の導入費用を補助


• 再生可能エネルギーの導入に向けた事業計画の策定支援を被災地８か所で実施するとともに、
地域主導による再生可能エネルギー事業のための協議会の設立・運営を支援


• 被災地域の復興に際し、水産バイオマスも活用した多様な地産地消エネルギー供給、下水管へ
の熱交換器設置による熱供給等、先端的再生可能エネルギー利用プロジェクト調査を国・自治
体、学識者、民間事業者等のチームを結成し、現地調査や現地プロジェクト会議等により推進


• 導入可能性調査や小水力・太陽光発電設備の再生可能エネルギー供給施設の整備を実施


１．自立･分散型エネルギーシステムの導入促進
• グリーンニューディール基金を活用し、行政施設、病院、指定避難所等の防災拠点への再生可能エネ


ルギーの導入や、民間の再生可能エネルギー事業者の支援等を行う地方公共団体を支援


２．再生可能エネルギー事業の計画策定等を継続して支援
• 地域の実情に応じた再生可能エネルギーの導入に向けた事業計画の策定を支援


３．下水道先端的再生可能エネルギー利用プロジェクトの事業化
• システム構成、事業採算性、事業スケジュール等の検討結果を踏まえ、事業スキームを確立
• 引き続き事業化を行う地方公共団体を支援


４．農山漁村における再生可能エネルギーの導入拡大
• 「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」を国会に提出


• 農林漁業者等が参画した地域主導による再生可能エネルギーの供給モデル構築を支援


今後の取組


これまでの取組







３．東北大学を中心とした東北地区の研究活動と連携した地域的な医療健康
情報の蓄積・共有・活用（東北メディカル・メガバンク計画）


東北地方が、次世代医療で世界をリードします


〇大震災で医療体制が大きな被害を受けた東北地方において、被災者の命と健康が守られ、安心して暮


らすことができる医療体制・健康管理の仕組みを関係省が協力して構築するとともに、それと一体的に


「次世代型医療情報システム」を構築する。


〇こうした取組により、


・医療情報の電子化・ネットワーク化等の医療資源の有効活用を図り、医療過疎問題を改善


します。


・医療研究拠点の形成による新産業の創出を目指します。


・ゲノム医療等の最先端の医療・研究環境を整備し、モチベーションの高い医師・研究者等人


材の協力を得て、東北地方の医療復興を実現します。


内容


1.地域医療連携のための情報通信基盤の整備
• 被災地域の中核的医療機関・地方病院・診療所、大学病院等の医療情報、検査情報等を標準的な形
式で保存し、ネットワーク化を通じて地域医療連携を可能にする情報通信基盤を整備


2.個別化医療や創薬研究のための複合バイオバンクの整備
• 医療情報等を収集し、コホートを通じて収集・保存する生体試料の解析情報とリンクさせてデータベース
化することにより、個別化医療や創薬研究の基盤となる複合バイオバンクを整備


今後の取組


＜情報通信基盤の整備＞ ＜複合バイオバンクの整備＞


複合バイオバンク
（東北大学に設置）


東北大学等


大学病院等


地方病院


診療所 中核的医療機関


全壊した医療機関の復興に併せた情報システムの整備


地域医療連携のためのネットワーク基盤等の整備


大
き
な
被
害
を
受
け
た
沿
岸
部
の
地
域


【担当府省庁】 内閣官房医療イノベーション推進室、総務省、文部科学省、厚生労働省


1.地域医療連携のための情報通信基盤の整備
• 2011年11月に、「みやぎ医療福祉ネットワーク協議会」を設立


• 宮城県、宮城県医師会、東北大学等の関係者によって、石巻医療圏、気仙沼医療圏における医療情
報の電子化・ネットワーク化の具体化について検討


2.個別化医療や創薬研究のための複合バイオバンクの整備
• 被災地を中心に実施するコホート調査（同じ属性の集団を他の集団と比較して行う疫学調査）や地域


医療支援の具体化について検討


これまでの取組







４．革新的な医薬品・医療機器等の開発推進


被災地で革新的な医薬品・医療機器等の開発を促進します。


１．財政支援の実施
• 東北発の革新的医療機器等を開発するため、医師主導治験等を医療機関で実施するための助成金を


交付し、その進捗管理、指導・助言を実施。また、医療機器の早期実用化のためのレギュラトリーサイ
エンス研究を推進


• 福島県において創薬拠点の整備や医療機器・ロボット等の開発・実証等に対する支援を実施


２．規制緩和の実施
• 被災県から復興推進計画が提出され次第、当該計画を認定し、規制の特例措置を適用


今後の取組


〇元来医療機器分野で競争力のある企業の主力工場が立地している東北地方において、


雇用と産業を創出するため、岩手県、宮城県及び福島県の医療機関を中心に、


規制緩和や開発助成を実施し、治験を推進することにより、


東北地方の特色・強みを活かした革新的医療機器の創出を図ります。


内容


○世界をリードする医薬品・医療機器等の製造・開発拠点を育てるととも


に、先端的な医療機関を整備するため、福島県において、


・県内ものづくり企業や医療機関等が連携した医療機器・ロボット


等の開発・実証を支援します。


・創薬に必要な疾患データ等を地域の医療機関と連携しながら集


約・解析する創薬拠点を、福島県立医科大学に整備します。


・世界初のＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）を開発・実証し、世界


最先端のがん治療拠点を構築します。


【担当府省庁】 厚生労働省、経済産業省


１.革新的な医薬品・医療機器等の開発のための財政支援（2011年11月）


• 岩手、宮城、福島の東北３県で医療機器の医師主導治験を推進するとともに、福島県に医薬品・医療機器
等の製造・開発拠点を設立するための予算を措置


２．医療機器製造販売業者等の許可基準の一部緩和（2011年12月）


• 医療機器製造販売事業等への参入を円滑にするため、復興特区において、許可基準 （現場責任者の要
件）の緩和を措置


これまでの取組







５．公共施設へのPPP/PFI導入等による復興の促進


震災復興のため、官民一体となり全力で復興事業を推進します


〇復興に当たっては、公的主体が全力で取り組むことはもとより、復興の担い手、資金等の観点から、


民間の知恵・人材・資金等を積極的に活用し、民間の力が最大限に発揮されるようにする必要があります。


〇このため、新たに導入された公共施設等運営権制度も含め、官民連携（PPP）／PFIを活用した


具体的な案件の形成を促進し、官民一体となった震災復興を促進します。


復興事業における官民連携手法の活用を支援
• 復興のために官民連携手法の活用を図ろうとする被災地の地方公共団体等に対し検討に必要な経費


を支援するなど、官民連携手法の活用を促進


今後の取組


内容


復興に係る
PPP／PFIの
活用の検討
に対する
支援


復興に係る
PPP／PFI
事業の


具体的な事業化


復興に係る
PPP／PFI


事業の施行に
よる復興の


促進


震災復興に
PPP/PFIの活


用を検討す
る具体的な
案件を公募


【担当府省庁】 国土交通省


1.公共施設等運営権制度の導入（2011年11月）


• 公共施設等運営権制度の導入を含む改正ＰＦＩ法が、2011年11月30日に施行
（利用料金の徴収を行う公共施設について、民間事業者が施設の運営権を取得し、サービス
内容・施設の利用料金を決定。事業者による自由度の高い運営により、利用者ニーズを反
映したサービスを提供）


2.官民連携による復興事業の促進（2011年5月～）


• 震災復興に官民連携手法の活用を検討する具体的な案件を幅広く募集


• 被災地のニーズを基に選定された案件について導入可能性調査を実施し、官民連携事業の案件形成
を促進


（2011年度調査事例）
①官民連携による地域特性を踏まえた災害公営住宅等の整備に係る検討業務
②官民連携手法を活用した津波避難モール整備手法検討業務
③被災地復興のための官民連携による仮設コミュニティ形成検討業務


これまでの取組







被災事業者の皆さまが安心して事業を行える環境を整備します


○ 「産業復興機構」や「東日本大震災事業者再生支援機構」（支援機構）等の活用


により、民間金融機関等と連携して、将来を見据えた被災地の事業者の皆さまの復興を


支援します。


・ 産業復興機構と支援機構は、被災された事業者の二重債務問題 （被災者が復興に 向けて再スタートを


切るにあたり、既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題）に関し、金融機関等が有する
債権の買取り等を通じて、事業の再生を支援します。


・ 各県に置かれた「産業復興相談センター」が、被災された事業者の事業の再開や事業再生を支
援します。


内容


○ 2012年3月5日から、支援機構が業務を開始


○ 産業復興相談センター、産業復興機構及び支援機構は、民間金融機関や地方公共団体等と連


携し、地方公共団体が実施する復興に向けた取組等と一体となった被災事業者の事業再生を支


援するため、債権買取のほか、


・事業計画の策定支援


・事業の再生に関する専門家の派遣


・事業活動に関する必要な助言 等を実施


○ 両機構の取組について、被災地の事業者への周知徹底に努めるとともに、両機構を通じ、被災


地の事業者の事業再生を支援


今後の取組


６．官民が連携した被災事業者の復興支援


【担当府省庁】 金融庁、復興庁、経済産業省


１．産業復興機構の設立


３．金融機関の取組


２．支援機構の設立に向けた準備


・ 昨年11月から12月までに岩手、宮城、福島、茨城の４県において産業復興機構が設立され、


業務を開始


・ 岩手産業復興機構では、２件の債権買取りを決定


・ 内閣府に設立準備室を立ち上げ、支援機構の業務


開始に向け準備中


・ 各県における「産業復興相談センター」に人員を派遣


・「産業復興機構」に対し出資


金融機関等


支援機構


産業復興機構


地方公共団体


被災地・被災事業者
の復興・再生


これまでの取組







７．東北観光博や東北応援ツアーの実施


官民一体となって東北地方の復興支援や、観光客との交流を進め、地域
の活性化を促進します


〇東北観光博開催等を通じ、国民運動的に東北旅行の需要を喚起し、東北地方と観光客の


交流を進めることなどにより、東北地方の活性化を進めます。


1. 東北観光博の本格実施
• ３月18日（日）より、本格実施予定


① オープニングイベント等の開催、東北地域への送客の一層の強化
② 地域と旅行客の出会いを創る「東北パスポート」の運用開始
③ 全ゾーンで地域観光案内人を常置し、東北パスポート、ゾーンパンフレット等の取扱いを開始
④ 多言語（日、英、中、韓）での問合せ可能なコールセンターの開設
⑤ 携帯、スマートフォン用ポータルサイトの開設
※ 沿岸被災地については、順次、ボランティアツアー等を実施予定


2. 訪問することで東北を支援する国民運動的な機運の盛り上げ
• 東北応援ツアーの実施
• 関係府省が連携した取組とするよう関係省庁連絡会議において検討中


（取組例） 東北観光博（１．同上）と関係省庁の事業との連携


今後の取組


内容


１．東北観光博のプレ実施


２．東北応援ツアーの実施
• 旅行に出かけてもらうことで国内旅行に係る潜在需要を掘り起こし、国内旅行全体の需要拡大を


図る一貫として、東北地方において、地域の魅力を活かしたモニターツアーを実施（2012年1月下
旬～3月中旬）


（ツアーテーマ例）
①東日本大震災への影響を受けた地域や豪雨災害を受けた地域等へのモニターツアー
②長期滞在型旅行振興のためのモニターツアー
③若者旅行振興のためのモニターツアー


• 東北応援ツアーに限らず、国民運動的に機運を盛り上げるため、関係府省が連携した取組とする
よう関係省庁連絡会議において検討開始


【担当府省庁】 国土交通省


• 東北地域全体を一種の博覧会会場と見立て、官民を挙げた一体的なキャンペーンを実施し、大きく落
ち込んでいる東北地域への旅行需要の喚起を行うとともに、
地域と観光客の交流がより促進される新しい観光スタイルの実現を目指す
「東北観光博」の開催に向け、準備を実施


• 本年１月、実行委員会準備会合を福島県で開催し、プレ実施
① 東北の主要な観光地域３０カ所程度を核となる「ゾーン」とし、先行
８ゾーンにおいて、地域に精通した「地域観光案内人」を常置、地域
独自の滞在プログラムの提供を開始


② ポータルサイトを開設。先行ゾーンの滞在プログラム等を紹介
参考：http://www.visitjapan-tohoku.org/


これまでの取組







８．放射線・放射性物質に係る研究開発の推進


放射線や除染に係る日本最先端の研究開発を推進し、福島の復興・再生
を目指します


○福島の再生・復興に向け、県に造成される基金への補助等により、放射線医学・最先端診断に
係る研究開発や除染技術開発を行う研究開発拠点の整備を行います。


○関係機関が連携し、除染技術の確立に向けた取組を推進します。


○食品に含まれる放射性物質の多量・短時間測定を可能とするような、新たな放射線計測機器・シ
ステムについて、被災地等のニーズを踏まえて開発・実用化します。


1.放射線医学・最先端診断に係る研究開発拠点の整備等※


• 福島県民の健康維持・増進に資するため、福島県内に放射性薬剤を用いた最先端診断の研究開発拠
点を整備


• 東電福島第一原発事故により放出された放射性物質の生態系を通じた人々への影響を解明するとと
もに、住民等の不安解消を図るため、その低減策を提示


2.福島県環境創造センター（仮称）の整備等※


• 放射性物質で汚染された環境を早期に回復するとともに、将来にわたり安心して暮らせる地域の創造
を目指し、環境回復・創造技術の調査・研究、除染や放射線に関する情報発信等を実施


3.環境からの放射性物質の除去・低減技術の開発
• 引き続き、自治体等の関係機関と連携し、除染技術の開発を実施


• 特に農地・森林等に関しては、汚染農地土壌、汚染作物等の減容・安定化、森林からの放射性物質拡
散防止に必要な技術開発を進め、その除染に貢献


4.新たな放射線計測機器・システムの開発
• （独）科学技術振興機構において、２月末に開発課題の公募を開始し、速やかに開発に着手
• 開発した新機器・システムを被災地へ導入（2012年秋頃）。また、中長期的にも、行政、被災地ニーズ


に柔軟に対応した革新的な機器・システム開発を実施


１． 除染技術の確立に向けた取組を実施


内容


今後の取組


２．新たな放射線計測機器・システムの開発方針を決定


【担当府省庁】 文部科学省、農林水産省


※ 1・2の取組は福島県に造成される基金によって実施


• （独）日本原子力研究開発機構において除染技術開発を実施する他、大学・民間企業等による提案の
相談を受け、評価を実施。また、専門的知見を活かし福島県の除染モデル事業等に協力・貢献


• 地目・汚染濃度に応じた農地土壌の除染技術や住居等近隣の森林における除染技術を開発・公表


• 文部科学省において、2012年度から（独）科学技術振興機構が実施する放射線計測機器・システムの
開発・実用化方針を、関係行政機関との連携の下で決定


これまでの取組







９．世界的な産学官連携の構築


世界トップレベルの研究開発拠点を形成し、東北地方に新しい産業を創
出します


〇東北地方が強みを有する分野において、大学、研究機関、産業界等による産学官連携を進め、世界


トップレベルの技術の産業化等を通じ、東北地方における産業集積を進めます。


〇こうした取組により、


・産学官連携による世界トップレベルの研究開発拠点を形成します。


・東北地方における新産業の創出により、震災からの早期復興を促進します。


1. 東北大学に産学官共同研究棟を整備
• 産学官が材料分野等の共同研究プロジェクトを実施して世界トップレベルの技術の産業化を行い、国


内外の研究機関や企業が集まる国際的なオープンイノベーション拠点を整備
• 共同研究制度改革を伴う企画運営や、拠点における知財管理ルールの確立、人材育成を実施


2. 産学官協働によるナノテク研究開発拠点の形成
• 東北の大学や製造業が強みを有するナノテク・材料分野において、産学官協働によるナノテク研究開


発拠点を形成
• 世界最先端の技術を活用した先端材料を開発することにより、東北素材産業の発展を牽引


3. 東北大学等での研究開発拠点の整備
• 産学官が連携する情報通信分野の新たな研究開発イノベーション国際拠点とすべく、東北大学等にお


いて（独）情報通信研究機構（NICT）が研究開発・実証実験施設を整備


• 当該拠点を活用して、情報通信ネットワークの耐災害性強化のための研究開発を実施することで、被
災地域の民間企業や大学等の知見や強みを集結。その成果を積極的に国内外へ情報発信


内容


産官学連携のための財政支援（2011年11月）
• 東北地方において産学官連携を進めるための予算を措置し、公募や事業計画に基づく交付額の決定


など、速やかな事業の実施に向け準備中


今後の取組今後の取組


これまでの取組


【担当府省庁】 経済産業省、総務省、文部科学省


東北大学等 公的研究機関


産業界







10．情報通信技術の活用による地域の情報化


情報通信技術を活用した被災地の創造的復興を推進します


1. 被災自治体の抱える課題をICTを活用して解決する取組の支援
• 切れ目のない医療の提供のための地域医療情報連携基盤の構築、避難を余儀なくされてい


る住民への地元情報の提供、災害関連情報配信システムの多様化・高度化、クラウドの導入
による住民情報の保全の強化等に取り組む被災自治体を支援


• 被災地のニーズを踏まえた支援策実施のため、被災自治体を訪問して復興計画の策定や具
体的な復興事業の実施計画策定及び事業実施を支援


2. 災害に強い情報通信基盤の整備推進
• 東北大学に研究開発拠点を整備し、災害に強い情報通信ネットワークを構築するための研究


開発を推進
• 電気通信設備の安全・信頼性の向上に向けた技術基準の見直し等を実施


1. 被災地域における情報通信手段の確保
• 衛星携帯電話、簡易無線等を被災自治体等に貸与するとともに、避難所等での情報入手のた


めのラジオを配布
• 被災地域において、高速な通信が可能となるような無線システムを構築


2. 臨時災害放送局等への迅速な免許付与
• 被災地の住民に対して、その被害を軽減するために役立つ放送を行う臨時災害放送局などの


災害対策関係無線局に対して免許を迅速に付与


3. 被災地域の情報通信基盤の復旧・復興支援


• 情報通信基盤の早急な復旧に向け、復旧事業を実施する地方公共団体を支援


今後の取組今後の取組


これまでの取組


〇被災自治体の抱える課題を情報通信技術（ICT）を活用して解決する取組を支援するとともに、


災害に強い情報通信基盤の整備を推進します。


〇こうした取組により、


・情報通信技術を活用した被災地の創造的復興を目指します。


・災害時に国民の命を守るライフラインである情報通信の確保を目指します。


内容


【担当府省庁】 総務省







11．効率的で強靱な生活必需品等のサプライチェーンの構築


東北地方を先駆例に、災害に負けない強靭なサプライチェーンを構築します


〇大規模災害時にも、生活必需品の配送・在庫配置が整然と行われ、商品が消費者の手元に混乱なく届く
ための、ＩＴを活用した情報集約基盤の構築に向けた実証事業を行います。


〇需給バランス・在庫情報、店舗の開店情報等を把握する取組と併せて、物資の輸送に係る情報を共有できる
システムを構築します。


〇東日本大震災において食料供給の停滞を招いたフードサプライチェーンの課題・問題等を総括すべく食品関
係事業者、物流事業者、行政（国・地方自治体）等からなる協議会を設置し、議論します。


（国民生活への効果）


〇災害時に、情報共有システムの活用により、
食料等の生活必需品に関する情報の不足・錯綜
による社会不安が解消・緩和されます。


〇平常時にも、メーカー、卸売、小売間で情報共有
の仕組みが構築されることで「返品」、「過剰配送」
等が削減され、流通にかかる環境負荷が低減
します。


１．東北地方を中心にシステムを稼働させ、最終的には全国規模の生活必


需品に関する情報共有ネットワークを構築
• 東北地方の都市部の小売店等を中心に情報共有システムを実際に構築する実証事業を開始し、今後３年間


でシステムを完成


2. 食料の物流拠点の機能強化に向けた検討
• 検討・取りまとめ内容を広く周知するとともに、東北・関東甲信越地域におけるフードサプライチェーンのバッ


クアップ体制等について検討


今後の取組


内容


1. 研究会・協議会における議論の実施


2. 食品流通への影響と課題について調査を実施


【担当府省庁】 経済産業省、農林水産省


基幹システム


メーカー 卸売 小売


販売情報･
在庫情報


販売情報･
在庫情報


生産情報･
在庫情報


全国・地域の
販売･在庫情報を
各層にフィードバッ


ク


政府・自治体
在庫情報、販売情報等
→どこに何があるか把握


・一般への情報開示
・被災地への支援物資調達
業務の基盤として活用


事業イメージ


、


〇「地域インフラを支える流通のあり方研究会」において議論を実施（2011年５月）
• 震災発生時の流通の課題や解決策等を整理


〇「製・配・販連携協議会」で議論を実施（2011年５月～）


• メーカー（製）・卸（配）・小売（販）の各企業のトップが参加し、経済産業省もオブザーバーとして参加して製・
配・販連携協議会が発足


• 協議会の下に設置した「デジタル・インフラ検討WG」において生活必需品流通のサプライチェーンの効率化
について検討（2012年～）


• 東日本大震災後の被災地における食料供給の実態を踏まえ、災害に強い食品流通のあり方について検討
を実施（2011年度中に取りまとめ）


これまでの取組







12．農業の６次産業化・農商工連携


被災地において、農林漁業の成長産業化を実現します


1. 被災地において6次産業化・農商工連携を進める先導的取組を支援
• 被災地（青森、岩手、宮城、福島、茨城）の農林漁業者等による、生産・加工施設の整備、食品産業事業


者・観光事業者等との連携や、被災地の農林漁業への新技術導入等を支援し、先導的な6次産業化の
取組を推進（2011年度）


• 被災地をはじめとした地域において、農商工連携による新商品・新サービスの開発等や先端的な技術を
活用した農商工の連携事案(植物工場、陸上養殖等)の実用化研究等を推進(2011,12年度)


• 被災地を新たな食料生産地域として再生するため、先端的な農林水産技術を駆使した大規模実証研究
を実施 (2011,12年度)


2. 経営支援と関連施設整備の充実
• 経営発展段階に即した個別相談等の実施のため、6次産業化の先達・民間の専門家（ボランタリー・プラ


ンナー、6次産業化プランナー等）を1000人規模へ拡充（2012年度）


• 関連施設整備のメニューに輸出等を追加するとともに、執行の柔軟性を確保。また、女性起業家枠
（10％程度）を設定（2012年度）


3.農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設
• 成長の源泉である１次産業が起点となり、2次・3次産業との融合を図る新たな事業分野を開拓するため、


官民共同の「農林漁業成長産業化ファンド（仮称）」を創設し、1次産業と2次・3次産業が対等な立場で資
本提携することを促進（2012年度）


今後の取組


２．農商工連携法による中小企業者と農林漁業者の有機的連携の推進


１．六次産業化法による農山漁村の資源の有効活用等の取組の推進


【担当府省庁】 農林水産省、経済産業省


〇被災地において、農山漁村に存在する豊富な資源を有効に活


用するとともに、農林漁業者と他産業との新たな連携を構築


するため、農林漁業の６次産業化・農商工連携を推進します。


○また、先端的な農林水産技術の大規模実証研究等の先導的


な取組を支援します。


〇こうした取組により、


農林水産物・食品の付加価値を向上させ、雇用と所得を


生み出し、農林漁業を成長産業化します。


内容


• 六次産業化法（2011年3月施行）に基づく総合化事業計画認定数410件（2012年1月現在）
• 経営発展段階に即した個別相談等の実施のため、6次産業化の先達・民間の専門家であるボランタ


リー・プランナー176人、６次産業化プランナー223人を配置（2012年2月現在）
• 多様な関係者の協同によりイノベーションを進める場として産業連携ネットワークを設立（2011年12月）


ネットワーク加入者605団体（2012年2月現在）


• 農商工連携法（2008年7月施行）に基づく農商工連携事業計画認定数490件（2012年2月現在）


これまでの取組







13．事業復興型、全員参加型の雇用創出


被災地で、数万人規模の安定的な雇用を創出します


〇 将来的に被災地の雇用創出の中核となることが期待される事業を行う事業所で、被災者を雇
用する場合に、産業施策と一体となった雇用面での支援（助成金の支給）を行います（事業復興
型雇用創出事業）。


〇 高齢者から若者への技能伝承、女性・障害者等の積極的な活用、地域に根差した働き方など、
将来的な事業の自立による雇用創出が期待される事業を、民間企業・NPO等に委託して実施し
ます（生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業）。


内容


被災地での本格的な雇用復興を支援
• 岩手、宮城、福島の東北３県で、2011年度末までに約5,000人、2012年度中に45,000人程度の雇用


創出の見込み


今後の取組


1. 被災地雇用の確保のための財政支援（2011年11月）
• 雇用復興推進事業の創設


各県議会で補正予算の審議・成立の後、各都道府県に交付決定


2. 事業の着実な実施（2012年1月～）


• 国から、県に交付金を交付
• 対象事業所に周知を開始
• 事業主から申請を受付け、委託事業者の募集開始


これまでの取組


・被災地（災害救助法適用地域）の事業所であって、復興に向けた産業政策の対象と


なっている事業を実施する事業が対象


・制度の創設以降、被災求職者を安定的な雇用形態で雇い入れる場合が対象


・１人当たりの助成額（目安）：225万円（短時間労働者は110万円）（3年間）


・１事業所につき１億円を上限


・高齢者、障害者、女性、若者などがそれぞれの経験や知識を活かして活躍できる事


業を実施


・雇用期間は原則１年以上（更新可）とし、委託期間終了後も事業を継続し、正規雇


用化に努める


【担当府省庁】 厚生労働省





		表紙（被災地取組）

		【セット版】被災地復興の先進的な取組例について






国家戦略会議 (平成 24年第 2回 )


議事次第


1.開会


2.イ ノベーションによる新産業・新市場創出


3.被災地の復興に向けて


4.閉会


○ 配布資料


資料 1 イノベーションを通 じた新産業・新市場の創出に向けて


資料 2「イノベーションを通 じた新産業・新市場の創出に向 けてご」において強化


すべきとした取組の具体的内容


資料 3枝野経済産業大臣提出資料


資料 4石 田内閣府副大臣提出資料


資料 5Jヽ宮山厚生労働大臣提出資料


資料 6後藤内閣府副大臣提出資料


資料 7平野文部科学大臣提出資料


資料 8前 田国土交通大臣提出資料


資料 9り ‖端総務大臣提出資料    ,
資料 10東 日本大震災から 1年を迎えるにあたつて


資料 11平野復興大臣提出資料


○ 参考資料


参考資料1新成長戦略 着実に歩みを進める「21の国家戦略プロジェクト」
参考資料2「国家戦略フォーラム n岡山」(2月 25日 開催)概要
参考資料3 日本再生の基本戦略 被災地復興の先進的な取組例
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イノベーションを通じた新産業・新市場の創出に向けて 
 


平成２４年３月２日 


岩田 一政 


緒方 貞子 


古賀 伸明 


長谷川閑史 


米倉 弘昌 


 


これまで我が国の経済は、良質な人材としての豊富な労働力、円滑な資金供


給を可能にした資本力、そしてイノベーションを引き起こす高い技術力・創造


力で支えられてきた。経済を再生し、力強い成長を取り戻すために、今こそオ


ールジャパンで、広くイノベーションの動きを促進し、新たな市場の開拓や新


産業と雇用の創出を目指すべきである。 


 


 


１．新成長戦略のフォローアップの実施 


 


政府は、引き続き、新成長戦略で示した工程表に沿って、実現すべき成果目


標の確実な実現に取り組むことが重要である。 


日本再生戦略策定にあたっても、まず新成長戦略の施策のフォローアップを


行い、実行が遅滞していたり、加速化が必要な取組を抽出し、障害となってい


る要因や対応策を整理・具体化し強力に推進すべきである。その際、施策の進


捗状況だけでなく、期待されていた効果が出ているかどうかについても可能な


限り評価するべきである。 


その上で、新たな取組についても検討・追加を行い、具体化に向けた取組を


進めるべきである。なお、この際、東日本大震災や原発事故への対応も十分踏


まえて行うべきである。 


 


 


２．新産業・新市場の創出に向けた取組 


 


戦略７分野のうち、「イノベーションを通じた新産業・新市場の創出」の観点


から特に重要な「ライフ・イノベーション」、「グリーン・イノベーション」、「科


学・技術・情報通信」の３分野について、１．の観点から検討したところ、強


化すべきと考える取組を示した（「科学～」については３．で記載）。 


なお、今後のフォローアップの中でさらにこの作業を進めるとともに、３分


野以外でも同様の観点で強化すべき取組を抽出し、推進すべきである。 


 


（１）ライフ・イノベーション 


世界の医薬品・医療機器市場が拡大する一方で、国内市場は輸入超過である。


我が国の高い技術力を活かした医療技術を早期に実用化することで、国際競争


資料１ 
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力のある日本発の医薬品・医療機器・再生医療を生み出していくべきである。 


このため、次世代医療を研究から実用化まで一気通貫で取組む体制の整備や


ドラッグラグ、デバイスラグ解消の取組をはじめ、医療分野が日本の再生を担


う新しい成長産業に育つことを目指した規制・制度改革等に果敢に取り組むべ


きである。また、これらの取組を盛り込んだ「医療イノベーション戦略」を早


急に具体化するべきである。 


さらに、ICT を 大限利活用した遠隔医療や新たに内外需開拓の可能性のある


ヘルスケア産業等の拡大のための制度整備にも取リ組むべきである。このため、


まず、以下の取組等を進めるべきである。 


 


・オールジャパンの創薬体制となる「創薬支援機構」を速やかに設置するべき。 


・医療機器・医薬品・再生医療の各特性に適合するよう規制・制度を見直すべ


き。特に医療機器は、条件付承認を活用して迅速に市場に投入できる仕組みを


導入するべき。 


・初診・急性期でも遠隔医療が可能かどうかについて柔軟に医療現場で判断で


きることを明確化すべき。また、遠隔医療の普及拡大、処方せん電子化に向け


た具体的道筋を示すべき。 


・ヘルスケア産業や育児支援産業等、新たに市場と雇用を創出する事業につい


て法律上の措置を講じる等、支援するための仕組みを構築するべき。 


 


（２）グリーン・イノベーション 


現在、エネルギー・環境会議は、今年夏のとりまとめを目指して、当面の需


給安定策、中長期的な原子力政策、エネルギーミックス、地球温暖化対策の再


構築を内容とする革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた検討を行っている。 


我が国は、福島での原発事故に対する真摯な反省に立たなければならない。


日本は、この事故を経て、世界全体が直面しているエネルギー・環境問題の解


決に取り組まなければならないフロントランナーとなった。この状況をばねに


エネルギー・環境戦略の再構築を、日本の再生、アジアの成長や世界の課題解


決に結び付けなければならない。このため、以下の五原則に基づき、グリーン


成長戦略の具体化を急ぎ、日本再生戦略の柱と位置づけるべきである。 


 


① 省エネ加速、再生エネルギー・分散型電源の導入、化石燃料のクリーン化な


ど、グリーン成長に関する包括的かつ具体的な目標を定める。 


② この目標の達成に向けて、規制改革、制度制定、予算の重点化などを大胆に


行う。 


③エネルギーの全ての利用者が「創エネ」、「省エネ」、「蓄エネ」に取り組み、


世界をリードする新たな産業を作り出すような制度環境を築く。 


④ 各国との戦略的連携（グリーン・アライアンス）を推進し、日本発のグリー


ン・イノベーションを海外に展開する。 


⑤当面は省エネを、中長期的には再生可能エネルギーを軸にした展開を可能に


するなど戦略的な工程を策定する。 
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３．新たなイノベーションの推進体制の構築 


 


リーマンショック以降、我が国企業の研究開発費は急減しており、国の研究


開発も短期化している。また、基礎研究と応用研究の橋渡し・連携が不十分で


あり、イノベーション力の減退が懸念される。 


このためには、現在進められている「科学技術イノベーション戦略本部」の


具体化について、単なる総合科学技術会議からの看板の付替えに終わらせず、


科学技術イノベーション政策の司令塔機能の強化を実行できる仕組みを明確に


織り込むことや、研究開発について、インセンティブのあり方を検討すること


等、新たなイノベーションの推進の仕組みを構築するべきである。このため、


まず、以下の取組等を進めるべきである。 


 


（１）科学技術イノベーション政策の総合司令塔機能の強化 


 


－総合科学技術会議が担っていた調査審議機能に加え、政策方針の決定・推進


機能も一元的に担うべき。 


－限られた財源を有効に活用するため、例えば、応用分野研究で評価結果に基


づきプログラムが入れ替わる等の新陳代謝を図る仕組みを検討すべき。 


－我が国産業の新市場開拓・成長につながるよう、実用化を担う産業界の知見


や意見が幅広く意思決定に反映するための仕組み（議員構成、協議会等）を


設けるべき。 


－知的財産、国際標準化の専門家やベンチャーキャピタル出身者など、出口戦


略に精通した人材を登用すべき。 


 


（２）イノベーション・競争力強化戦略の策定 


 民間発によるイノベーション・競争力強化に関する戦略提言を行い、政府は


この提言をしっかり受け止め、日本再生戦略への盛り込みも含め、国の政策へ


反映すべき。 


 


（注）米国等では民間主導で策定されたイノベーション・競争力強化戦略が国の戦略の一


つとして効果的に機能 


 


（３）産学官一体となった先導的取組への重点支援 


グローバルアジェンダ（環境・水・食糧・エネルギー・ヘルスケア等）等の


解決に向けて、科学技術による課題解決が期待されている分野を特定し、研究


開発から産業化まで一気通貫で行うために、各省連携で、産学官が一体となっ


たプロジェクトを打ち出し集中的に支援すべき。 


 
（例）エネルギー資源制約克服（メタンハイドレート開発、再生可能エネルギー）、レアメ


タル供給制約克服（希少元素代替技術）等 
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東日本大震災から１年を迎えるにあたって 


― 官民を挙げて復興・再生の取り組みを加速する － 


 


平成２４年３月２日 


岩田 一政 


緒方 貞子 


古賀 伸明 


長谷川閑史 


米倉 弘昌 


 


東日本大震災の発生からまもなく１年を迎える。あらためて、地震と津波によっ


て亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、震災と原発事故により被災され


た全ての方々に心よりお見舞いを申し上げる。被災地では今なお多くの方々が仕事


や生活に困難や不安を抱えており、復興への第一歩すら遠いとの声を聞く。被災地


の思いに寄り添い、一刻も早く被災者の生活を再建し、穏やかな日常と希望を取り


戻せるようにしなければならない。  


 


被災地は、震災以前から人口減少や少子・高齢化、産業の停滞など様々な課題に


直面している地域でもある。単純にインフラを再構築するだけでなく、中長期を見


据えた持続可能な地域づくりに向けて、政治のリーダーシップと民間の創意工夫に


よって、復旧・復興を見える形で加速させなければならない。あわせて、被災地の


復興を日本再生の先駆けとするために、被災地において成長戦略を先進的に実行し、


新産業・新市場と雇用を創出する必要がある。 


 


大震災によって、多くの国民が、ボランティア、物資援助、募金への参加、節電


の取り組みなどを通じて、絆、連帯、支え合いといった価値が、大きな困難を乗り


越える上で重要であることを再認識した。この経験を、今後の国づくりのグランド


デザインに活かすことが重要である。その際、災害に強い国・社会がつくられるよ


う、防災・減災の観点を加味する必要がある。 


 


大震災の際には、世界中から多くの支援やメッセージが寄せられ、日本と国際社


会の絆の深さが再認識された。こうした共感・信頼に応えていくためにも、復興過


程を日本国内は勿論のこと、世界の国々と共有していくことが重要である。なお、


途上国への共有に当たっては、防災・減災の視点を開発に取り入れることが重要で


ある。また、国際社会との絆の更なる強化、人材交流は不可欠であり、あわせて風


評被害の克服による地域産業や観光の復活に取り組む必要がある。 


 


資料 10 
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また、原発事故によって、移転を余儀なくされた年齢・世代や生い立ちが異なる


多様な方々への支援は、移転・移住先の地域振興も加味した総合的な対策が必要で


ある。その対策においては、関係する全ての人々を包摂するよう、特に社会的に脆


弱な立場にある方々にも十分配慮した施策が必要である。 


さらに、原発事故については、各事故調査委員会による指摘・報告内容を真摯に


受け止め、今後、国民的議論を深めた上で、失われた国民の信頼を回復させるため


に思い切った手段を講じて行く必要もある。 


 


この大震災と原発事故という一大事を決して風化させてはならない。後世に対す


る責任として記録を重ね、わが国だけではなく世界とともに震災や原発事故への対


応の経験を共有し、次世代に伝え、震災を始めとする災害や原発事故への備えを強


化しなければならない。 


 


当面、以下の事項をはじめ、政府を挙げた取り組みの促進をお願いする。 


 


１．復興庁の司令塔機能の発揮 


○ 復興全体の強力な司令塔として、被災地と各府省との十分な連携による真のワ


ンストップ・サービスを確立 


○ 復興の計画・実行・モニタリングの各段階で、一元的で着実な対応 


○ 被災された方々、現場のニーズや事情の的確な把握と、復旧・復興の恩恵につ


いて関係する全ての人々への速やかな波及と享受 


○ 東北全体を見据えた復興ビジョンの策定、自治体の復興計画策定状況のモニタ


リングと人的支援、復興計画策定プロセスへの民間参加の促進 


 


２．復興予算の早期全面執行 


○ 復旧・復興の加速に向けた関連予算の早期かつ全面的な執行。専門知識を持つ


官民人材の活用、作業要員向け仮設住宅等の国のリーダーシップによる確保。 


○ 特に、震災がれきの処理は復旧・復興に向けて喫緊の課題。一日も早い復旧・


復興に向けた、広域処理に対する全国の自治体・住民への理解促進 


 


３．原発事故からの復旧・復興 


○ 除染の徹底など生活環境の確保、心身の健康ケア、コミュニティーの維持 


○ 一次産品や観光分野をはじめとする風評被害からの克服 


○ 原発から出る放射性廃棄物の安全な最終処理・処分についての十分な検討 
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４．被災地における成長戦略の先取り 


○ 日本再生の先駆例として、復興特区における思い切った税・財政、規制、行政


事務上の特例措置、手続期間短縮などを速やかに実施し、被災地における産業・


雇用の創出及び被災地への国内外企業の進出促進を断行 


○ 再生可能エネルギーや医療関連産業の集積による産業・雇用の創出 


 


５．記録の蓄積・公開、防災機能の強化 


○ 大震災と原発事故に関する各種観測記録、放射能影響被害状況の整理・蓄積、


情報公開、国としての見解も含む正確な情報の国内外への継続的説明・発信 


○ 今後発生が想定される大規模地震について、防災・減災機能の検証・再構築 


○ 大地震に限らず自然災害が多い国として、危機管理のあり方・体制について抜


本的見直し 


 


 


以 上 








被災地の復興に向けて


平成２４年３月２日


復興大臣 平野 達男


資 料 １ １







（１）避難者等の数（２月２３日時点）：３４３，９３５人（うち、避難所にいる者：５７８人）


（２）仮設住宅等の状況


１．避難者の状況


２．主なインフラ等の復旧状況


○全体の９割を超える市町村において年度内に復興計画が策定される予定。
○主なライフラインについては、家屋等流出地域等を除き、ほぼ復旧。
○現時点で、避難所にいる者は約５８０人。


復旧の現状
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３．市町村における復興計画の策定状況
・現時点で３７市町村が復興計画を策定済み。
・全体（４３市町村）の９割を超える市町村（４１／４３）が年度内に復興計画を策定する予定。


※４３市町村：国土交通省の市街地復興パターンの検討調査を実施する市町村


入居済又は入居決定戸数


公営住宅等への入居（2/6現在） １８，３８０戸


民間住宅への入居（2/28現在） ６８，１９０戸


応急仮設住宅（2/28現在） ４８，４６２戸


※復興庁調べ


※厚生労働省調べ


※厚生労働省調べ


（１）ライフライン


（２）交 通


（３）災害防止対策


：主なライフラインについては、家屋等流出地域・原発警戒区域等を除き、ほぼ復旧。


：直轄河川堤防等については、約８割が本復旧完了。
海岸堤防については、優先対策区間のほぼ全てで応急対策実施済み


：交通インフラについては、津波被害地域の鉄道や原発警戒区域内のもの等を除き、
部分や暫定も含めて供用可能







復興に向けた主な課題（１）


１．今後は、復興計画に位置づけた事業の実施に向けて、住民との調整を進めていくことが最大の課題。
国としても、専門職員派遣をはじめとする人的支援や復興交付金に係る支援を行う。


２．災害廃棄物（がれき）の処理が本格化する一方、被災地の処理能力が不足。被災地においてできる
限り処理を進めることを前提にしつつ、県外の既設の焼却炉や処分場を活用した広域処理が必要。


１ 住宅再建及び高台移転


岩手県：476万トン


（通常の一般廃棄物量の約11年分）


宮城県：1,569万トン


（通常の一般廃棄物量の約19年分）


２ がれきの広域処理


・既に東京都及び山形県において受入
・秋田県、静岡県島田市等が受入表明


■災害廃棄物発生量


【今後は】
・放射能汚染を心配する声に応えるため、安全性を広報。
・環境省職員や専門家の派遣など受入表明自治体の取組への支援。


（１）市町村のマンパワーに対する支援
①土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業
の実施に向け、各都道府県・政令指定都市の協
力を得て、専門職員を派遣。


②全国市長会・全国町村会との協力を得て、
平成２４年度も被災市町村へ職員を派遣。


（２）交付金交付に係る支援
・復興交付金事業計画の早期策定を支援。
・３月２日付けで交付可能額を通知（第１回）。
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復興に向けた主な課題（２）
３．被災地域の雇用は依然厳しい状況。産業政策と一体となった雇用創出・ミスマッチ解消に取り組む。


４．避難者のコミュニティの弱体化や孤立化が問題。このため、①見守り活動、②心のケア、③生きがい
づくりなどを行う。また、子どもたちの心のケアの状況等について、早急に調査に着手。


５．警戒区域等の見直しに併せ、避難者の帰還支援を行う。その際、さまざまな課題について政府内での
一元的な検討と県・市町村との連携が必要。


３ 雇用の確保


４ 被災者の孤立防止と心のケア


５ 原発事故避難者の帰還支援
（１）被災３県の雇用情勢（平成２４年１月分）
・有効求職者数は前月に比べ減少、一方、有効求人数は前月に比べ
増加、就職件数も対前年で増加しているが、求人と求職のミスマッ
チもみられる。


・雇用保険受給者数は対前年で大きく増加、雇用保険の延長給付が
終了する方も、1月中旬から発生。


（２）政府の取組


「日本はひとつ」しごとプロジェクトに基づき、産業政策と一
体となった雇用支援、ハローワークによるきめ細かな就職
支援を実施。


（１）孤立防止の主な取組
・地域支え合い体制づくり事業
・地域コミュニティ復興支援事業


（２）心のケアの取組


・各県に「心のケアセンター」を設置し、専門職員による訪
問支援等を実施（厚生労働省）。


・子どもの心の健康状態を把握するための調査を実施予
定（文部科学省）。


（１）福島県民の避難の状況
・避難指示区域からの避難者数・・・・・・約11.4万人


・福島県全体の避難者数・・・・・・・・・・・・約15.8万人
・福島県内への避難者数 約9.6万人


・福島県外への避難者数 約6.2万人


・関係局長により検討を開始。
・県・市町村との協議をすすめる。


（２）帰還支援策の検討体制
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① 新たな区域の線引き
② 除染
③ インフラ等の復旧
④ 賠償の方針
⑤ 長期避難者支援
⑥ 雇用確保、産業振興







関連施策の実施による着実な復興（１）
○民間企業による雇用・投資を促進するための思い切った税制上の特例措置等を講じる復興特区の


計画の申請、認定が進んでいるところ。
○今後、民間企業と認定自治体の連携促進のためのサポート体制を整備。


（１）復興特区制度における産業集積関係の税制上の特例措置
①新規立地新設企業を５年間無税とする措置
②投資に係る特別償却・税額控除
③雇用している被災者への給与等支給額の10％を税額控除
④研究開発税制の特例（開発研究資産についての即時償却等）
⑤地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置
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（３）今後の課題について


 民間企業と被災自治体の連携促進のためのサポート体制を整備


 被災地において検討されている先導的プロジェクトの実施の促進


（２）復興特区の計画の申請及び認定に係る状況 （○は認定済の計画）


○ 青森県・4市町（税制上の特例措置等活用により、エレクトロニクス、食品等に関する各種業種の集積を目指す計画）
○ 岩手県①（医療法施行規則等の特例の活用により、保健・医療・福祉サービスの提供体制の再構築を目指す計画）
• 岩手県②（税制上の特例措置等の活用により、水産加工などの製造業、医療機器関連産業等の集積を目指す計画）
○ 宮城県・３４市町村（税制上の特例措置の活用により、ものづくり産業の集積を目指す計画）
○ 仙台市（税制上の特例措置の活用により、農業関連産業等の集積を目指す計画）
• 塩竈市（税制上の特例措置等の活用により、水族館を中心とした観光関連産業の集積を目指す計画）
• 福島県・59市町村（税制上の特例措置等の活用により、輸送用機械、医療・福祉機器関連産業等の集積を目指す


計画）
• 茨城県・13市町村（税制上の特例措置の活用により、自動車をはじめとする各種業種の集積を目指す計画）


１ 復興特区制度（２月９日、第１号認定）







関連施策の実施による着実な復興（２）
○復興交付金は３月２日に交付可能額を通知。交付金の活用により、復興地域づくりを支援。
○福島県原子力災害等復興基金の活用による原子力災害からの地域経済の再生を図る。


２ 復興交付金（３月２日、交付可能額通知（第１回））
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３ 福島県原子力災害等復興基金等（平成２３年度第３次補正予算等：５,３４０億円程度）
○福島県原子力災害等復興交付金 約3,840億円
・企業立地に向けての支援（産業復興企業立地補助）（1,700億円） 等


○既存の制度等を活用した追加的予算措置による機動的対応 約1,500億円
・再生可能エネルギーの研究開発及び関連施設の整備（1,000億円の内数） 等


→１２月末に基金を設置。企業立地補助や洋上風力発電事業の公募を開始。再生可能エネルギー研究開発拠点を
（独）産業技術総合研究所が郡山市に立地することを決定


① 県別の交付可能額（県別、単位は億円）
第１回提出された交付金事業計画に対して行う交付可能額の通知は各県別に以下のとおり。


② 主な事業
・ 水産・漁港関連施設整備事業（21市町村、約258億円）
・ 防災集団移転促進事業(早期事業着手が見込まれるもの（事業費込）、12市町村、54地区、約5,200戸、約437億円)


（注）24年度第１四半期までに事業着手するもの。事業完了は早い地区で25年度を予定


・ 防災集団移転促進事業（その他（調査費）、15市町村、約79億円）
・ 災害公営住宅整備事業（32市町村、約1,356億円）


（注）上記のうち24年度までに着工、25年度完成を予定するもの約5,500戸
・ 農地整備事業（16市町村、約52.8億円）
・ 都市防災総合推進事業（調査費等、39市町村、約30.0億円）
・ 市街地液状化対策事業（調査費、６市町村、約7.9億円）
・ 造成宅地滑動崩落対策事業（12市町村、約324.7億円）


青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 合 計


交
付
可
能
額


事業費 18.3 957.2 1,436.2 603.3 28.2 8.1 1.8 3,053.2


国費 15.7 797.6 1,161.5 505.1 21.9 6.1 1.4 2,509.4


（注）計数は精査の結果、今後変動があり得る。また、端数処理により合計と一致しない場合がある。








1 
 


 


 


「イノベーションを通じた新産業・新市場の創出に向けて」（平成 24 年 3月 2日：民間議員提出） 


で行うべきとした取組の具体的内容 
 


平成２４年３月２日 


内閣官房国家戦略室 


 


 「イノベーションを通じた新産業・新市場の創出に向けて」（平成 24 年 3月 2日：民間議員提出）において、まず行うべきとした取組の具体


的内容は以下の通り。 


 


（１）ライフ・イノベーション 


行うべき取組 具体的内容 


①「医療イノベーション戦略」の


早急な具体化 


・医薬品、医療機器、再生医療、次世代医療等の幅広い分野を対象とし、大胆な規制・制度改革等も包含した重点事項の


目標と工程表を含む医療イノベーション戦略を５月までに決定する。 


・４月目途に国家戦略会議で中間報告を行う。 


②オールジャパンの創薬体制とな


る「創薬支援機構」の速やかな設


置 


・オールジャパンの創薬体制である「創薬支援機構」の設置に向け、関連省庁間や官民の責任分担と体制の設計を速やか


に取りまとめ日本再生戦略に盛り込む。 


 


③医療機器・医薬品・再生医療の


各特性に適合するよう規制体系の


見直し。特に医療機器について、


条件付き承認を活用して迅速に市


場に投入できる仕組みの導入 


・再生医療の製品開発、治験、承認審査の方針を明らかにするガイドラインの策定について速やかに取組を進めるととも


に、平成 24年度からの事業を生かし、再生医療の知見・技術の進展を踏まえた安全性と有効性の評価法等に係るガイド


ラインを順次策定する。 


・再生医療製品の特性を踏まえ、法体系に医薬品・医療機器と異なる分類を設ける必要性等、実態に沿って制度の在り方


の見直しについて検討する。また、治験実施体制の強化を検討する。 


・審査におけるアジアとの協力を推進する。 


・再生医療技術の研究・実用化・普及促進を図る。 


資料２ 
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・承認に条件を付す規定の活用等も考慮しつつ、医療機器の特性を踏まえ、医療機器を迅速に市場に投入するための制度


の在り方の見直しについて検討するとともに、運用の改善等を含め承認手続きの効率化について検討する。 


④次世代医療の基盤となるバイオ


バンク、医療情報連携基盤の構


築・展開 


・先行する被災地の東北メディカル・メガバンク計画の進捗状況を平成 24 年度早々に国家戦略会議に報告する。 


・当該取組を踏まえ、①オールジャパンによるバイオバンクの活用方策、②医療情報とゲノム情報等を活用した個別化医


療の実現化推進方策について、平成 24 年度中に取りまとめる。 


・次世代医療の推進に必要な、遺伝情報に対する保護や差別行為を禁止する法制度の整備の必要性について検討を行う。 


⑤初診・急性期でも遠隔医療が可


能か柔軟に医療現場で判断できる


ことの明確化。また、遠隔医療の


普及拡大、処方せん電子化に向け


た具体的道筋の提示 


・遠隔医療の普及・拡大に向けて、新成長戦略工程表において記載されている事項について、着実に実施する。特に、初


診・急性期の遠隔診療について、「直接に対面診療を行うことが困難」であるかどうかは、医療現場で柔軟に判断できる


旨の明確化等を着実に図る。また、遠隔医療の普及・拡大に向けた具体的ロードマップの策定を平成 24 年度中に行う。 


・現在までに実施されている検討や実証等の結果を踏まえ、処方せんの電子化及び電磁的交付の実現に向けた具体的ロー


ドマップの策定を平成 24 年度以降可能な限り早期に行う。 


⑥ヘルスケア産業や育児支援産業


等、新たに市場と雇用を創出する


事業について法律上の措置を講じ


る等、支援するための仕組みの構


築 


・省エネ製品の製造、ヘルスケア産業や育児支援産業等、新たに市場と雇用を創出する事業について法制上の措置を行


うこととし、法案をまとめ国会に提出する。 


 


（２）グリーン・イノベーション 


行うべき取組 具体的内容 


⑦グリーン成長戦略の具体化を急


ぎ、日本再生戦略の柱として位置


づけ 


 


・今夏の需給安定に向けた「規制・制度改革アクションプラン（平成 23 年 11 月）の 26 項目の重点課題（注）について、


３月末までに結論を得て、エネルギー・環境会議にて報告、速やかに措置する。 


（注）主要事項は以下のとおり。民主党エネルギーPT／再生可能エネルギー小委員会提言等を踏まえ、重点項目追加を検


討中。 


 －農地等における再エネ設備立地の促進・円滑化 


 －国立公園内での地熱・風力発電開発に関する規制の見直し 


 －太陽光発電に関する工場立地法の見直し 


 －買取制度における再エネの優先接続ルール、広域運用 
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 －住宅・建築物の省エネ基準義務化 


・需要家への多様な選択肢の提供、多様な供給力の 大活用に向け、今年夏をめどに、電力システム改革、天然ガスシフ


トのための基盤整備等について結論を得る。 


⑧グリーン・イノベーションの海


外展開 


・「東アジア低炭素成長パートナーシップ構想」、「日韓グリーン・グロース・アライアンス」の推進をはじめ各国との政


策対話を積極的に展開するとともに、官民連携による産業協力、日本の技術やシステムのトップセールスを戦略的に推進


する。 


 


（３）科学・技術・情報通信 


行うべき取組 具体的内容 


⑨科学技術イノベーション政策


の総合司令塔機能の強化 


 


・総合科学技術会議が担っていた調査審議機能に加え、政策方針の決定・推進機能も一元的に担う。 


・限られた財源を有効に活用するため、例えば、応用分野研究で評価結果に基づきプログラムが入れ替わる等の新陳代謝


を図る仕組みを検討する。 


・我が国産業の新市場開拓・成長につながるよう、実用化を担う産業界の知見や意見が幅広く意思決定に反映するための


仕組み（議員構成、協議会等）を設ける。 


・知的財産、国際標準化の専門家やベンチャーキャピタル出身者など、出口戦略に精通した人材を登用する。 


⑩産学官一体となった先導的取


組への重点支援 


 


・グローバルアジェンダ（環境・水・食糧・エネルギー・ヘルスケア等）等の解決に向けて、科学技術による課題解決が


期待されている分野を特定し、研究開発から産業化まで一気通貫で行うために各省連携で、産学官が一体となったプロジ


ェクトを打ち出し集中的に支援することを検討する。 


（例）エネルギー資源制約克服（メタンハイドレート開発、再生可能エネルギー）、レアメタル供給制約克服（希少元素


代替技術）等 


 


（４）まち・住まい 


行うべき取組 具体的内容 


⑪住宅の性能向上と都市の低炭


素化 


・全ての新築住宅・建築物について省エネルギー基準への適合を 2020 年までに段階的に義務化することとし、具体的な


工程（対象、時期、水準）を省エネ法改正にあわせ明確化する。 


・都市の低炭素化を図るため、都市機能の集約化等を総合的に推進する制度的枠組みを早急に整備する。 


 








新産業・新市場の創出に向けて 


平成24年3月2日 


経済産業大臣 枝野 幸男 


資料３ 







１．今後の新産業・新市場の創出  ～「攻め」の対策～ 


イノベーションを創造する人材の育成 成長資金（リスクマネー）の供給 


－我が国のクリエイティブ産業は潜在力大 
－クールジャパン、観光、文化の政策融合によ
る輸出産業化・地域活性化 


＜ クリエイティブ産業 ＞ ＜ 先 端 産 業 ＞ 


尐子高齢化・エネルギー制約という 
課題を解決し、潜在内需を掘り起こし 


＜ 課題解決型産業 ＞ 


【ヘルスケア産業】 【新たなエネルギー産業】 


－先端産業の強みの源泉である研究開発は
小粒化・短期化 


－革新的技術の実用化に向けた各省連携の
仕組みの構築、国際標準化の推進 


IT活用、公共データ開放 


医療機器 


医療周辺サービス 


2020年 世界市場規模  


    約25兆円 


再生医療 


2020年 世界市場規模  


    約8700億円 


（例：人工関節） 


（例：培養表皮） 


（例：リハビリ支援サービス） 


2020年 国内市場規模  


    約50兆円 


子育て支援サービス 


2020年 国内市場規模 4.9兆円 


（例：民間学童サービス） 


次世代自動車 


BEMS/HEMS 


風力発電 


太陽光発電 


蓄電池 


2020年 乗用車新車販売の 


最大５０％（国内市場目標） 


スマートメーター 


2020年 世界市場規模 約200兆円 


地熱発電 


メタンハイドレード 


炭素繊維 


2035年 将来市場規模 


  9.7兆円 


2020年 約12万5千トン/年 


（2010年の4.5倍） 


航空機産業 


宇宙産業 


2030年  世界市場のう
ち3兆円を獲得 


2020年 世界市場規模 40兆円 


部素材産業 


ロボット 


伝統工芸品 


観 光 


農 業 


（植物工場） 


ファッション 


2020年 世界市場のうち8～11兆円を獲得 


（香川県直島 
「大竹伸朗『はいしゃ』」） 


（石川県金沢市東茶屋街） 


（おもてなし） 


（例：熊野の筆） 


クリエイティブシティ  
 ・まちづくり 


－団塊世代の高齢化が更に進むここ
数年間が正念場 


－社会的規制・制度改革への本格的
取組みにより、ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ等の拡
充と医療機器などの輸出産業化を
推進 


－住宅・建築物の省エネを推進し、
新たな需要を創出。蓄電池を戦略
産業として支援 


－再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入拡大に向け、
規制・制度改革を実行。ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆ
ﾃｨを実証から導入へと進化させて
いく中で、新たなビジネスを創出 


超薄板ガラス 


2020年 


 国内市場規模 


 2.4兆円 


電池材料 


2015年 世界市場 


規模  1.1兆円 


（リチウムイオン電池、 
    革新型蓄電池材料） 


レアアース磁石 


※市場規模は、産業毎に推計方法が異なる 
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次世代半導体 


中小・小規模企業の潜在力強化 


コンテンツ 
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２．課題解決型産業～ライフ・イノベーション～ 


－健康維持サービス、育児や家族介護等の負担を軽減するサービスを
提供する民間事業者やNPOに対する金融支援を実施 


－サービスの品質を評価して信頼を高める仕組みを導入 
   
  厚生労働省と共同で、基本方針を策定し、これに基づき


計画認定を実施 


 多様なニーズに対応する子育てサービスの実現 
 「子ども・子育て新システム」において、株式会社等の多様な主体の


参入を促進 


ヘルスケア・子育て支援サービスの拡充 医薬品・医療機器・再生医療産業の国際競争力強化 


医療イノベーション会議において今春までに策定する 
「医療イノベーション５カ年戦略」により推進 


 ■ 団塊世代(平均64歳)の高齢化が更に進むここ数年間が正念場。 
 ■ 社会的規制・制度改革への本格的取組みにより、ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ等の拡充と医療機器などの輸出産業化を推進。 


※本法案は、新たなエネルギー産業も支援対象  


（例：リハビリ支援サービス） （例：子育て支援サービス） 


－革新的な医薬品・医療機器・再生医療の研究開発 
 


－医療現場のニーズに応える中小ものづくり技術を活かした機器開発 
 


－機器とサービスが一体となった日本式医療の海外展開を推進（アジ
ア・ロシア・中東等） 


 


福島を医療機器産業・創薬研
究の拠点化（ものづくり企業
の新規参入、誘致・集積等） 
 
→最先端の医療機器、医療・
介護ロボット、医薬品の開
発・実用化を加速 


介護・福祉ロボットの実用化 


 厚生労働省と経済産業省が連携して開発
現場と介護現場のニーズをマッチングし、
安全基準策定、実証試験を実施 
 
→安全基準が策定される平成26年度から 
福祉・介護現場へ導入が本格化 


 
 


装着型歩行アシスト
ロボット 


車椅子変形
ベッド 


＜課題対応事業促進法案＞ 
（本年2月10日閣議決定、国会提出済） 


規制・制度改革の実行 


医工連携／海外展開の推進 


規制・制度改革の実行（医療機器・再生医療） 


福島の拠点化を起爆剤とした開発・実用化の加速 
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 公的仕組みでは十分に対応できないニーズ 


に応える多様な民間ｻｰﾋﾞｽを創出 


－医療機器・再生医療の特性に応じた規制のあり方の検討 
 


 
 
 
 
 
 


－専門家の派遣等によるＰＭＤＡの体制強化 
 
 


－開発・審査の円滑化に資するガイドラインの整備  


県外の医薬品メーカー、 
診断機器メーカー、 
研究者 


医療機関 
（拠点整備） 


福島県立医大
（拠点整備） 


誘致 


国内外の医療機関 


誘致 


県外の医療機器
メーカー、ものづ
くり企業 


国内外の患者 


地元ものづくり企業 


・疾患組織・医療情報
等の集約 


・最先端の医薬品等の
開発 


・手術支援ロボットの開発・実証 
・地場産業の医療分野への参入促
進・機器開発・実証 


サービスロボットの 


開発・実証 


・BNCTの開発・実証 
・世界最先端のガン治療 
拠点構築 







３．課題解決型産業～グリーン・イノベーション～ 


2020 年までに全ての新築住宅・建築物について省エネルギー基
準への適合を段階的に義務化することとし、2020 年までの具体
的な工程（対象、時期、水準）を省エネ法改正にあわせて明確
化するよう関係省庁と調整 


樹脂サッシ 複層ガラス 


高断熱窓 


【窓の交換】 【天井・外壁の断熱改修】 


省エネ法改正法案  
（今通常国会に提出予定）  


■ エネルギー使用量の増加が著しい民生部門における住宅・建築物の省エネを推進し、新たな需要を創出。
蓄電池を戦略産業として支援。 


■ 再生可能エネルギー導入拡大に向け固定買取価格制度、規制・制度改革を実行。スマートコミュニティを
実証から導入へと進化させていく中で、新たなビジネスを創出。 


※既築住宅（約5,000万戸）の半数以上が未だ無断熱 


－停電時のバックアップ対策としての定置用蓄電池の普及（3次補正 
  予算「節電エコ補助金」） 


－再生可能エネルギーへの電源依存度増加に伴う、電力産業への大型 
  蓄電池の開発・導入 


電力網
（発電・送配電）


スマート
メーター


パワーコンディショナー


ルーター


テレビ


エアコン


高効率給湯器


家庭用
燃料電池


家庭用
蓄電池


太陽光発電


EV/PHEV


WiFi


HEMS


スマートハウスのイメージ 


－ 「固定買取価格制度」の円滑な導入（本年７月に再生可能エネ
ルギー特別措置法施行） 


 


－風力発電に適した地域（良好な風況、大規模な土地があるにも
関わらず、送電網が脆弱）に限定して送電網の充実を図るため
の総合的な検討 


 


－風力発電、地熱発電や太陽光発電等の合理的な立地確保に向け
た立地規制の緩和（例：自然公園法、農地法、工場立地法） 


 


－国内４地域（横浜、豊田、けいはんな、北九州）で実施中の実証
実験の結果を活用し、新たなエネルギービジネスを創出。海外に
も展開 
 ・省エネ、節電の取組によって生じた「ネガワット」を集約し、電力会社から報


酬を受け取るサービス 


 ・エネルギー見える化端末を使ったサービス  等 
 


－建築材料等（窓、断熱材、水回り設備等）を新たにトップラン
ナー制度の対象に追加し、住宅、建築物分野の省エネ対策を強化 


－蓄電池やエネルギー管理システム（ＢＥＭＳ・ＨＥＭＳ）の活用
等による電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を
行った場合にこれを評価 


再生可能エネルギーの導入拡大による市場創出 


蓄電池やＢＥＭＳ・ＨＥＭＳ等の市場拡大効果も期待 


－車載用蓄電池の開発・競争力強化(ﾋﾟｰｸｼﾌﾄにも資する電気自動車・ 
 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞの導入補助、燃料電池自動車の市場化) 


 エネルギー機器を賢く制御する
日本型スマートハウスにより内需
創出と海外展開を一気に加速化 
 


蓄電池戦略（今夏を目処に策定） 


 官民による普及拡大のための工程表 


（標準化・導入支援・規制見直し等） 


の策定（今夏目処）と実行  


スマートコミュニティの推進 


－岩手・宮城・福島の被災３県において先駆的に導入（3次補正） 


日本型ｽﾏｰﾄﾊｳｽ普及拡大のための工程表(3年間集中実施)策定 
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太陽光、風力など再生エネルギー関連産業の国内外における
市場拡大効果も期待 







４．クリエイティブ産業の潜在力発揮 


－外国人クリエイター向けビザの緩和 


－コンテンツ特区におけるロケ撮影誘致のための規制緩和 


－日本のファッション・ブランドを束ね、現地
百貨店やネット等でマーケティングを実施し
ＰＲ   


 → 日本ファッションのファンを拡大 


現代美術館を設立し、民家
でのアートプロジェクトな
ど地域に根ざした活動を実
施 
→ 内外からの観光客が激増


5年で6倍の30万人を達成
（人口の100倍） 


－アニメ、アイドル等のコンテンツと消費財産業 
 等（小売、食品、製造業等）との連携強化と現 
 地メディアを活用した売り込み 
 


－B級グルメ等が集まるフードコート商業施設、物流・小売との連携 
 


－JETRO・在外公館のﾈｯﾄﾜｰｸを活用した海外企業とのマッチング支援 
 


－産業革新機構が出資するコンテンツ新会社等を通じた支援 
－プロデューサー等人材の育成 


 


－地域資源・コンテンツを活かした観光促進、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｼﾃｨ構想推進、地域資源も活用した震災復興のための街づくり ＜観光庁と連携＞ 
 


－文化政策の支援対象ジャンル拡大、文化政策予算との連携、日本文化の海外PR施策との連携 ＜文化庁と連携＞ 
 


（大竹伸朗『はいしゃ』） 


日本の15の有名ブランドが参加し、「原宿 
Street Style」としてシンガポールに進出 


日本の本場としての地位確立（内への呼び込み） 


－若いクリエイター等が力を発揮し、街を挙げてクリエイティブ産業
振興・消費活性化を進めるための規制運用 


日本の価値観・ライフスタイルを世界へ浸透 


－日本の中小コンテンツ企業の海外展開を支援（現地日系企業の協力の
下、キャラクター開発等を推進）  


 → 日本ブランドの拡大、日系企業のイメージアップ 
 


 ■ ファッション・コンテンツ・伝統工芸品・食等を活かしたクリエイティブ産業は海外を魅了。 
 ■ クールジャパン、観光、文化などの政策融合を一層進め、輸出産業化。地域活性化も同時に実現。 


－クールジャパンを活用して地域おこし・観光誘致（金沢、京都、 
 札幌等） 
－クリエイティブ・シティの構築と国際的発信 


【香川県直島】 【クリエイティブ東京】 


ｸﾘｴｰﾀｰ等を結集し、
まちぐるみで東京
ブランドを再生・
発信。アジアのハ
ブに 


－農水省との連携により、生産コスト低減のため
の技術開発・実証等を実施 


－植物工場システムや植物工場産の農産物の市場
拡大に向け、評価方法等を検討 


農業の活性化 


－JETROに農林水産物・食品輸出促進本部を設置（本年1月） 
 


－農水省、外務省と連携した綿密なマーケティング支援等により、海外市
場ニーズを捉えた輸出産業へ転換 


     JETRO支援例 ： 根室さんまのベトナム輸出を実現 等 


クールジャパン海外展開事業 地域資源の発掘と国際的発信 


創造的活動促進のための規制緩和（総合特区も活用） 


海外市場を捉えた輸出産業化 植物工場の推進 


クールジャパン、観光、文化などの各分野を融合させた戦略を各省連携で推進 （ｸｰﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ官民有識者会議を活用） 
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潜在力を発揮する中小・小規模企業 


 ■ 中小・小規模企業は、製造業、商業、サービス業など広範な分野で我が国経済を支える重要な存在。 
 ■ 多様で、群として存在する中小・小規模企業の潜在力を引き出し、我が国経済の成長の主役としていく。 


５．中小・小規模企業の潜在力強化 


潜在力を引き出すための「攻め」の対策 


中小・小規模企業政策の再構築 


－ 中小・小規模企業に対する経営支援体制の担い手を
抜本的に拡充 


  → 地域金融機関、税理士法人など支援事業の担
い手を認定し、経営力を強化 


（株）SPI あ・える倶楽部 
 
 
 
 
 
 
「トラベルヘルパー（外
出支援専門員）」として、
ご高齢の方、お身体の不
自由な方をサポート。
「介護旅行」の普及に取
り組む。 


株式会社ユーグレナ 


 
 
 
 
 
微細藻ユーグレナ（和
名：ミドリムシ）の世界
初の大量培養技術を活用
して事業展開するベン
チャー企業。栄養補助食
品やバイオ燃料等を製
造・販売。 


多様で、きめ細かい中小・小規模企業の潜在力を引き出し、
ライフ・イノベーションなど今後の新産業・新市場を創出 


（例）介護・ヘルスケア分野で活躍している企業 


本格的な海外展開を支援 


－ 「中小ものづくり高度化法」の下で、死守すべきものづくり基


盤技術を新たに指定 


－ 技術流出を防止するため、中小企業がグループ化して取り組む


オンリーワン技術を助成 


－ 中小企業団体と大学等が連携し、若手人材の採用・定着を一貫


支援 


技術力の強化・継承を促進 


－ 外務省等との連携強化により、中小企業によるODA活用を促進 


－ 民間のスピンアウト人材を中小企業に派遣、きめ細かいアドバイ


スを提供 


－ 進出先での現地通貨建て融資等による資金調達を「中小企業経営


力強化支援法案（仮称）」により支援 


中小・小規模企業が抱える課題 


資金面、経営支援体制、技術力、取引関係など、
中小・小規模企業のそれぞれの経営課題の克服 


次代を担う若手・青年層の活力向上、
女性の活躍できる環境の整備 


 地域コミュニティを支える商店街 
 ・生業関係者の活性化 


－ 次代を担う青年層や女性層の中小・小規模企業経営者を中心に、「生の声」を良く
聞き、これまでの中小企業政策を真摯に見直し 


   → 小規模企業に焦点を当てつつ、施策を再構築・実行 
－ 3月3日（土）に第1回会合を開催 → 地方会議（全国20カ所以上）等を経て、6月


中に取りまとめ   


“日本の未来”応援会議～小さな企業が日本を変える～ 
（略称：“ちいさな企業”未来会議）の創設 


中小企業経営力強化支援法案 
（今通常国会に提出）  


有限会社 MIZOUE 
PROJECT JAPAN  


 
 
 
 
 
高精度計測技術等を核に
した開発型のベンチャー
企業。産業用計測機器や
超音波エコー装置などの
医療機器の開発に取組む。 
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６．基礎研究から実用化まで見据えたイノベーションの推進 


 ■ 官民とも研究開発が小粒化、短期化。イノベーションが停滞。 
 ■ 既存技術の延長とは異なる画期的な技術を生み出し、実用化につなげる仕組み（文科・経産先行実施）を


政府大に拡大。 
 ■ 官民一体で体制を強化し、「技術で勝って事業でも勝つ」ための国際標準化を推進。 


－スマートグリッド分野に特化
した戦略組織の創設 


－中小・ベンチャー企業の国際標準取得・活用支援や、認証・知的基盤の整備 


ビジネスにつながる国際標準化の推進 


2014年11月、IEC(国際電気標準会議)大会を東京で開催。それまでの3年間を「JAPAN Standing Years」と位置づけ国際標準提案体制を強化 


－トップスタンダード制度の創設 


日本人が国際組織において立候補（Ｓｔａｎｄｉｎｇ）（※）している期間に、日本が
世界で際だつ（Ｓｔａｎｄ）ため、国際標準化（Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）を
積極的に活用する 


業界のコンセンサス形成を必要とせず、 
意欲ある企業の直接提案を可能に 


JISC（日本工業標準調査会）の下に戦
略検討組織の設置を決定（本年1月） 
  


（※）我が国産業界より、次期ＩＥＣ会長候補を擁立 


省庁の枠を超えた連携 


官民の集中投資への 
コミットメント 


成果重視の「ドリーム・チーム」
の結成 


政府大での取組への拡大が必要 


新産業を導く次世代技術の研究開発 


レアアースを使用せずにネオジム磁石（現在最高性能）の約２倍の磁力をもつ
磁石を開発 
 → 次世代自動車等に必須な高効率モーターのエネルギー損失を約25%削減 


従来の３０倍の反応効率をもつ光触媒を開発 
 → 石油を使用せず、CO2と水と太陽ｴﾈﾙｷﾞｰで250万ﾄﾝ/年の基幹化学品を製造 


サーバー間や基板を光配線化（従来は電気線）する技術を開発 
 → 電子機器の消費電力を大幅削減（サーバー電力の約３割削減） 


人工光合成（脱石油） 


光エレクトロニクス 


高効率モーター ＜先行実施中の文部科学省と経済産業省の取組み＞ 【技術テーマ（平成24年度事業）】 


将来の課題解決を支える 
新たな未来開拓研究（ｴﾈﾙｷﾞｰ、医療・福祉分野）の拡充を検討 


革新鋼板の製造技術 省／脱レアアース・レアメタル技術 チタン等の新部素材 


部素材の性能向上や製造工程の効率化等により、製品の高機能化やエネルギー効率の向上を達成  


炭素繊維複合材料 


－合同検討会を設置し、革新的技術を選定 
－技術テーマ毎の産学官と両省で構成したガバニング・ボードにより、
研究内容のすり合わせなど両省プロジェクト間の緊密な連携を実現 


基礎研究と実用化を念頭においた研究を一気通貫で進める仕組み（「未来開拓研究」プロジェクト） 


次世代自動車・航空機・宇宙産業等の先端産業を強化する部素材・技術の研究開発 


高性能車載用蓄電池 


JAPAN Standing Years 
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気象、環境汚染等 


センサーデータ 


震災の教訓に見るイノベーションの鍵となるデータの力 


 ■ 個々の企業・組織を超えたデータ開放・融合の中から新たな価値が創造される。  
 ■「公共データ」や公共性の高い民間データは、大きな財政負担なくイノベーションを創出できる宝の山。 
 ■ まず、国が「データ開放」を積極的に進め、併せて「異分野融合の担い手づくり」を両輪で推進。 


７．データの開放・融合によるイノベーション 


デジタルサイネージ（地下鉄） スマートフォン 


「公共データは宝の山」 × 「異分野融合による価値創造」 


公共データ開放と異分野融合が生み出す新産業のイメージ 


高齢者・障害者向けの移動・購買支援サービス 


•バリアフリー届出、公共施設、センサー等のデータ
と位置データ、モビリティロボットを掛合せ 


位置情報 


公的バリアフリー情
報、ビル内情報 


道路センサー情報 


高齢者の移動 
・購買支援 人の移動、屋内外の地理情報の可視化 


地域経済活性化 


許認可・届出、公共施設等の
データ利用・解析により、効果的
な出店や商品展開等が可能に 


－震災後の電力需給ひっ迫の中、電力各社は、２次利用可能な需給デー
タを公開 


－民間の創意工夫により、可視化サービスが次々登場。ﾋﾟｰｸｶｯﾄに貢献 


民間事業等の 


許認可・届出データ 


公共施設の
データ 


調査・統計
データ 


《準公共データ》 
公共交通、 


エネルギー等 


－「ＩＴ融合フォーラム」（仮称）を組成（今春目途） 


  → 成功モデルの創出、共通課題を抽出 
 


 １．より開放を推進・工夫すべき優先度の高い公共データの整理 


   （例：バリアフリー情報、公共交通情報、災害情報、農業関連情報等） 


 ２．民間のデータ活用連携を促進する標準化等 


 ３．個人情報の取扱い等  


EU等では、公共データ活用のための指針・戦略を整備 


データの開放・融合促進に向けたアクション 


IT戦略本部を中心に、全府省が連携し、行政データ利活用の基本原
則となる国家データ戦略（仮称）を策定すべき 


公共データの開放推進 


１．データの規制・制度改革＝民間利活用原則自由化 


 行政の保有するデータの民間利活用に関する基本ルールを整備 


行政著作権 


処理ルール 
個人情報・企業情
報の利用ルール     


機械処理可能な 


データ形式 


２．府省横断のデータ標準化等推進のための政府ＣＩＯ制度確立 


 政府ＣＩＯの下、データフォーマットやＩＤ・コードについて、
標準化・共通化を推進 


 


３．各府省で可能なデータから順次開放し利活用を促進 


 例：震災復興支援制度データを２次利用可能な形で開放 


 


需給データ 


データ開放 新たな価値創造 


データ活用・異分野融合の担い手づくり 


一層の情報セキュリティや信頼性の確保が前提 
（機器製造業者等の情報共有の場やセキュリティ検証施設の構築） 7 


等     








資料４


医療イノベーション５か年戦略の基本的な考え方


平成２４年３月


内閣官房
医療イノベーション推進室


1







2


医療イノベーション５か年戦略の基本的考え方①


【目標】
・医療関連分野を成長産業に育成
・世界最高水準の医療を国民に提供（患者目線での医療の質向上）
⇒我が国の持続的な経済成長と健康長寿社会の実現を目指す


・欧米において開発された医薬品・医療機器に依存している我が国の
医薬品・医療機器産業の国際競争力強化
⇒革新的な新薬・医療機器を創出する技術・インフラ・制度などの


基盤確立と産業構造改革・国際標準取得等による産業力強化
・再生医療、個別化医療など次世代医療を実現できる体制構築
⇒次世代医療の実用化に不可欠な大規模なインフラ（医療ＩＴ含む）、


制度・運用の強化、技術開発・産業力強化、医療システムの整備


今後５年間で、革新的な新薬・医療機器を創出する技術・インフラ・制度などの
基盤を確立することが当面の目標。（「医療イノベーション５か年戦略」を５月目
途に決定。４月目途に中間報告。）


主要な課題：①欧米からの輸入依存、②支援の分散化
③次世代医療普及のためのインフラ未整備、④全般的な保守的志向







3


医療イノベーション５か年戦略の基本的考え方②


【基本的な考え】
・２０年後を見据えた、既存の仕組み・思考に捉われない施策
・我が国の強みを伸ばす視点で基礎から実用までの切れ目ない一貫した支援
・ボトルネック部分を解消して、重点的に支援する分野を絞り込み
⇒支援が全体最適となるように努める
特に以下の点を重点化
・国内におけるシーズ開発力の強化
・シーズ開発を確実に実用につなげる橋渡し・臨床開発の強化
・技術開発との相乗効果により大きなシステム・イノベーションにつながる
ような規制・制度改革


・医療分野の産業としての競争力を高める周辺産業・技術の強化
・海外への市場拡大と国内生産力の向上


・規制・制度改革と予算支援の一体的な実施
・予算の柔軟な活用・運用
・共通基盤の集約化・大規模化
・抜本的システム改革と短期の成功事例作り


○未来型医療（個別化医療、再生医療等）により医療システムを抜本的に変革
○医薬品・医療機器産業を日本の成長産業に
○医療の質を上げつつ医療費の増大を抑える、費用対効果の高い医療を実現


そのための方法







Ⅰ 革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略
●「日の丸」印の医薬品・医療機器の創出と産業競争力強化
①国内のアカデミアへの技術開発支援の充実・重点化によるシーズ開発力の強化
②国内のアカデミアの優れた基礎研究の成果を実用化研究につなげるためのオール
ジャパン体制による橋渡し機能強化
－ 新薬（バイオ医薬品を含む）・医療機器の開発に必要なインフラの整備
－ ベンチャーをはじめとする周辺産業の育成 等


③国際水準の臨床研究・治験環境の強化（臨床研究中核病院等の機能強化を含む）
④イノベーションを促す承認審査や保険償還等の制度・運用の強化
－ ＰＭＤＡの審査体制の強化
－ 医療機器の特性に鑑みた規制のあり方の検討
－ レギュラトリーサイエンスの推進（国衛研の強化等）
－ イノベーションの適切な評価 等


⑤企業競争力の強化
－ 高度なものづくり技術を有する異業種・中小企業の新規参入促進
－ 研究開発税制の拡充
－ 医療機器の国際標準取得
－ 医療技術・サービス等が一体となった海外進出による海外への市場拡大の推進 等


●患者目線にたった医薬品・医療機器提供体制の整備
①医療上必要な世界標準の医薬品・医療機器のラグの解消
②極めて患者数の少ない疾患治療薬・医療機器の開発支援強化


医療イノベーション５か年戦略における主な取り組み①







Ⅱ 世界最先端の医療実現のための５か年戦略
（個別化医療）
①研究の推進
②個別化医療推進のためのインフラ整備（バイオバンク、医療ＩＣＴインフラの強化、メ
ディカルインフォマティクス機能強化等）


③個別化医療の普及に必要な制度・運用の強化
④個別化医療を支える新たな医薬品・医療機器の開発推進


（再生医療）
①研究資金の重点化・拡充
②再生医療推進のために必要な細胞のストック機能・細胞培養施設などのインフラ整
備（ストックする細胞について我が国発の規格・標準の確立を含む）


③再生医療を迅速に実用化させるための制度・運用の強化
④再生医療製品の開発促進（重点技術に集中して関係省庁が連携して成功事例を生
み出す仕組み構築）と製造・販売産業等の振興


（その他の医療イノベーション推進のための横断的施策）
①大学、ナショナルセンター等が連携したオールジャパンの研究連携体制の構築
②知的財産戦略の強化
③情報通信技術の活用・ネットワーク化による医療サービス・技術の高度化
④医療イノベーションを担う人材の育成


医療イノベーション５か年戦略における主な取り組み②








平成２４年３⽉２⽇
厚⽣労働⼤⾂ ⼩宮⼭洋⼦


世界最先端の医療技術の実⽤化、
医療ICTの促進について


資料５







治験
【ヒト】


臨
床
研
究


○ 日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現するとともに、国際競争力強化に
よる経済成長に貢献する。


疾病の
原因究明


候補物質の発
見・絞り込み


非臨床
試験


【動物】


申請・審査


承認


保険適用
製造販売後調査


臨床
現場


② 臨床研究を促進
日本の豊富な基礎研究の成果から


革新的な医薬品等を創出するためには、国
際水準で臨床研究を行い、質の高いデータ
をもとに薬事承認につなげる
ための基盤構築が必要である。


課題 施策の推進


① 創薬・治療法の開発を促進


国民のニーズの高い疾患に対する創薬・
治療法の開発（再生医療含む。）に特化し
た研究費の配分が十分でなく、選択と集
中が必要である。


③ 承認審査を促進


再生医療など革新的な医療技術の開発
や承認審査には、有効性・安全性・品質の
評価手法を予め確立しておくことが必要で
ある。


④ 新技術を適正に評価


新たな医療技術等の保険収載に際し、さ
らなるイノベーションの評価や、開発のイ
ンセンティブを確保しつつ、費用対効果も
勘案した評価が必要である。


② 臨床研究中核病院等の整備及び機能強化 （３４億円）


・臨床研究中核病院を新たに５か所選定し、研究を支援する人材など
の体制を重点的に整備する。


・国立高度専門医療研究センターの体制整備を行い、臨床研究等を支
援する。


① 個別重点分野の研究開発・実用化支援 （７１億円）


・がん（小児がん、難治がん等）、Ｂ型肝炎、うつ病、難治性・希少性疾
患等


・再生医療（研究開発の基盤構築と免疫拒絶、がん化への対応）
・iPS細胞等ヒト幹細胞を用いた創薬基盤技術の開発
・個別化医療を推進するためのバイオバンクの整備等


③ 技術の進歩に対応する薬事承認審査・安全対策の向上
（２１億円）


・新たな技術に対応する審査の迅速化と安全対策の充実・強化のため、
開発途上の最先端の技術の安全性と有効性を評価できる人材の育
成や、人材の交流による研究成果を開発側と規制側で共有する。


・新技術の未知のリスクに対応する安全対策の強化と医薬品・医療機
器等の生産・流通のグローバル化への対応を進める。


④ 費用対効果を勘案した医療技術等の評価に関する研究・調査
（０．８億円）


・諸外国で行われている評価体系で医療経済評価を試行的に実施した
場合の、実行可能性等を検証する。研究報告等も踏まえ、社会的影
響やガイドラインの策定等の検討・調査を行う。


②
①


③


④


ライフ・イノベーションの一体的な推進


平成24年度予算案 ：127億円


１







２


世界最先端の医療技術の実用化（医療機器・再生医療）


Ⅰ 研究・実用化・普及の促進
・ 厚生労働省・文部科学省・経済産業省で連携しながら、基礎研究から実用化まで切れ目のない連続的な支援を実施することが
できる仕組みを構築（「再生医療の実現化ハイウェイ構想」等）。


Ⅱ 規制・制度の在り方の見直し
・ 検討会を開催し、臨床研究から実用化への切れ目ない移行を可能とする制度的枠組みについてとりまとめ（平成23年3月）。
・ 厚生科学審議会の医薬品等制度改正検討部会で、制度改正についてとりまとめ（平成24年１月）。
・ 再生医療製品の実情や特性を踏まえながら、安全性を確保した上で、医療の質の向上に資するよう、今後の制度の在り方に


ついて引き続き検討。


Ⅲ ガイドラインの策定
・ ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針を作成・発出（平成22年11月）。
・ ヒト細胞・組織加工製品の品質、安全性の確保に関する指針を作成・発出（平成20年2月・平成20年9月）。
・ 今後、引き続き、最先端の技術の実用化に合わせて、その品質、有効性の確保に関するガイドラインの策定を検討。


（２） 再生医療への取り組み


Ⅰ 運用の改善等の承認手続きの見直し
・ 医療機器規制制度やその運用の見直しについて、医療機器業界の実務者を中心に、迅速かつ的確に検討を行う場
として「医療機器規制制度タスクフォース」を設置（平成24年2月）。


・ 具体的な運用改善の取り組みとして、医療機器を改善・改良した際の再度の承認申請の手続を合理化。


Ⅱ 規制・制度の在り方の見直し
・ 厚生科学審議会の医薬品等制度改正検討部会で、制度改正についてとりまとめ（平成24年１月）。
・ 運用改善事項については、可能なものから速やかに実現を図る。
・ 法改正事項については、医療機器の実情や特性を踏まえながら、安全性を確保した上で、デバイスラグの解消や
医療の質の向上に資するよう、 今後の制度の在り方について引き続き検討。


（１） 医療機器への取り組み


○ 医療機器や再生医療への取り組みを加速化することにより、イノベーションを喚起し、新たな産業や市場を創出し
ていくことは、日本再生のための重要な政策課題。


○ 医療機器や再生医療の特性を踏まえるとともに、これらの製品の品質・安全性・有効性に目配りをしながら、
更なる取り組みの推進を図る。







３


医療ICTの推進（遠隔医療・処方せんの電子化）


○ 医療分野でのＩＣＴ利活用の推進は、医療の質の向上・医療安全の確保・医療機関間の効果的な連携等の視点から
極めて重要であり、新成長戦略工程表の着実な実施をはじめ、政府一体となって推進することが必要である。


Ⅰ 遠隔診療が認められる要件の明確化
・遠隔診療についての通知を一部改正し、対象となる病名の例示を追加するなど、遠隔診療が認められるべき要件の
明確化を行った。（平成23年3月）


・「直接に対面診療を行うことが困難」か否かについては、困難な場合を限定的に列挙することはせず、初診・急性期
も含め、医療現場で柔軟に判断できることをすでに通知上、明確にしている。


Ⅱ インセンティブの付与
・遠隔診療のための情報通信機器の整備に対する補助事業を平成13年度より実施している。
・遠隔病理診断には平成12年度より、遠隔画像診断には平成14年度より、診療報酬による評価を行っている。
・遠隔モニタリングによる心臓ペースメーカー指導管理に対し平成22年度より診療報酬を付与し、平成24年度改定では
その引き上げを行った。


Ⅲ 今後の取組
・遠隔医療の普及・拡大に向けた具体的ロードマップの策定を平成24年度中に行う。


・安全性・有効性等についてエビデンスが得られた遠隔医療について、診療報酬改定のタイミングで随時、診療報酬上
の手当を検討する。


（1） 遠隔医療の普及・推進


Ⅰ 処方せん電子化の検討の状況
・平成20年7月に厚生労働省内の検討会で報告書「処方せんの電子化について」がまとめられ、その後処方せんの
電磁的交付等について、複数の実証事業で課題抽出等を行っている。


Ⅱ 今後の取組
・今年度中に、処方せんの発行にかかる考え方をとりまとめる。その考え方や実証事業等を踏まえ、関係機関、関係
団体と検討を行い、処方せんの電子化及び電磁的交付の実現に向けての具体的ロードマップの策定を平成24年度


以降可能な限り早期に行う。


（２） 処方せんの電子化の検討







厚生労働省
・再生医療の臨床研究の推進


文部科学省
・新たな再生医療技術に関する
基礎研究の推進


再生医療の実現化ハイウェイ構想
再生医療のいち早い実現化のため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省が連続的に支援を実施することが可能な仕組
みを構築し、長期間（１０～１５年間）、研究開発を支援・橋渡しすることを目指す。


再生医療の
実現化課題Ａ


◆課題Ｂ、課題Ｃの採択は、文科
省、厚労省が協働して実施 課題Ｅ


関係省庁が有機的に連携し、再生
医療の実現に向けた取組を一体的
に推進


関係省庁が有機的に連携し、再生
医療の実現に向けた取組を一体的
に推進


臨床研究 治験非臨床研究


ヒトｉＰＳ・ＥＳ細胞等幹細胞に係る研究


基礎研究


課題Ｂ


課題Ｄ


経済産業省
・再生医療の実現化を支える産業基盤を構築


◆最先端の基礎研究成果を装
置開発等に迅速に反映


◆治療用装置や医療機器など
の開発


◆技術動向や安全性基準に関する情報を逐
次共有しながら周辺機器を開発


支
援


支
援


再生医療の実現化
ハイウェイ


再生医療の
実現の高速化


RM


課題Ｃ


医療以外のﾋﾄiPS/ES細胞研究での知見の医療研究への還元病態解明等
への活用


◆課題の内容や進捗状況に応じた制度
・課題Ａ （厚労省） 次年度には臨床研究実施のための効率的臨床研究基盤を探索・実証する研究を対象。
・課題Ｂ （文科省） １～３年目までに臨床研究に到達することを目指す。体性幹細胞を用いた研究を想定。
・課題Ｃ （文科省） ５～７年目までに臨床研究に到達することを目指す。iPS／ES細胞を用いた研究を想定。
・課題D、E （経産省） 再生医療の基盤となる周辺機器（簡便で正確な細胞評価装置、培養装置等）を開発。
・課題Ｆ （経産省） 再生医療技術を活用し、生体内で自己組織の再生を促す再生デバイスを開発。


課題Ｆ


新規産業の
創出


文科省、厚労省、経産省の連携体制による｢再生医療の実現化ハイウェイ｣


◆文科省、厚労省が協働して評価を実施し、結果が芳しくないものは非臨床研究段階から支援を打ち切り。
◆ＰＭＤＡの薬事相談窓口が可能となる仕組みの構築
◆基礎研究から臨床研究への迅速かつシームレスな移行を可能とする仕組みの構築


2012/3/1
４


参考資料







再生・細胞医療に関する臨床研究から実用化への切れ目のない移行
を可能とする制度的枠組みについて


平成22年度取りまとめ（平成23年3月30日）
再生医療における制度的枠組みに関する検討会


○ 自己細胞由来製品、同種由来製品とも、有効性・安全性の評価、管理について、品目毎
に行政による承認申請、安全対策等が必要。


○ 品目毎の行政による承認及び安全対策は、薬事法の下で行うことが適当。
○ ＰＭＤＡの審査・相談等の対応姿勢・質の向上を進めていくべき。


２．質の高い製品を迅速に開発する方策について


（１）開発初期からのPMDAによる助言・相談制度の創設
（２）治験前の事前確認申請のあり方


○ 薬事戦略相談を創設し、開発初期からPMDAによる助言・相談を行う。
（→平成２３年度からPMDAで薬事戦略相談を実施）


（３）臨床研究・治験促進策
○ 欧米と比べて負担が多いとの指摘もあり、必要な改善を検討していく。


（４）審査の迅速化・質の向上、評価の指針の明確化等
○ PMDAの人員拡充、審査官の人材育成により、相談・審査の迅速化・質の向上。
○ 再生・細胞医療製品の特性を考慮した評価指標、指針・基準の明確化が必要。
○ 患者数が極めて少ない医薬品・医療機器の審査についての考え方。


（５）開発支援
○ 希少疾病用医薬品・医療機器の指定要件の柔軟な運用が必要。
○ ベンチャー企業への支援が必要。


１．有効性・安全性の評価、管理のあり方について


５
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薬事法等制度改正についてのとりまとめの概要（H2４.1）
（厚生科学審議会 医薬品等制度改正検討部会（部会長：永井良三東京大学大学院医学系研究科教授）において議論）


Ⅰ 医薬品・医療機器等関係者の安全対策への取組の
促進について
○ 薬事法の目的規定等の見直し


・医薬品・医療機器等に係る関係者の安全対策への取組につ


いて理念及び責務を新たに設ける。


○ 市販後安全対策の充実強化


・承認後においても条件又は期限を追加することを可能とす


る。


・医薬品・医療機器等の副作用報告先について、（独）医薬


品医療機器総合機構に一元化する。


○ 添付文書の位置付け等の見直し


・製造販売業者に対し、添付文書に関しての届出義務等を新


たに設ける。


○ 医薬品等監視・評価組織の設置


○ 回収報告の範囲拡大


・医薬品・医療機器等の自主回収の際に、回収の状況等につ


いても報告を行う仕組みを新たに設ける。


○ 患者とのリスクコミュニケーションの推進


○ ＧＭＰ調査の体制強化


○ 苦情解決機関


Ⅱ 医療上必要性の高い医薬品・医療機器等の迅速な承
認等について
○ 希少疾病用医薬品・医療機器への開発支援


・患者数が特に少ない希少疾病用医薬品・医療機器を新


たに規定する。


○ 医療上必要性が高い未承認医薬品・医療機器へのｱｸｾｽ


○ 優先審査権の付与


○ 医療機器の特性を踏まえた制度の創設


・ｿﾌﾄｳｪｱを医療機器として評価する仕組みを新たに設け


ることや、医薬品と医療機器を組み合わせた製品の取扱


いを明確化する。


・医療機器については、引き続き議論を進め、当面の薬


事法改正のみならず、必要な法制度について検討する。


○ 再生医療製品など先端的技術を用いた製品への対応


○ ＰＭＤＡ等の体制の充実


○ 臨床研究等


Ⅲ 医薬品等監視の強化について
○ 個人輸入等への対応強化


○ 指定薬物の取締りの強化


・麻薬取締官（員）の職務範囲に、薬事法に規定されている


指定薬物への取締りについて追加する。


はじめに
○ この医薬品等制度改正検討部会は、「最終提言」（※）を踏まえて、医薬品・医療機器等の安全対策の強化への対


応とともに、医療上必要性の高い医薬品・医療機器等を速やかに使用できるようにするための対応について、必要な
制度改正等の議論を行うために設置。


（※）「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」で取りまとめられた提言（平成22年４月公表）


○ この取りまとめ案を踏まえ、厚生労働省は、制度改正にとどまらず、運用の改善も含めた検討を進めて行くべき。
○ 開催経過：平成２３年３月から平成２３年１２月まで計１０回開催。


６


参考資料








科学技術イノベーション政策の推進


平成２４年３月２日


内閣府


資料６







産業界、アカデミア、


関係府省


多様で幅広い関係者


総合科学技術会議


• 有識者議員


• 専門調査会委員


戦略協議会の構成員


科学技術イノベーション戦略協議会のミッション


設置する戦略協議会


グリーン
イノベーション
戦略協議会


ライフ
イノベーション
戦略協議会


復興・再生
戦略協議会


・東日本大震災による深刻かつ広範な影響を早期に軽減・緩
和し、力強い復興・再生を実現するため、科学技術イノベー
ションを強力に推進


・産業の再生、社会インフラの再構築を目指す


・地球規模の気候変動への対応とエネルギーの安定確保とい
う二つの課題に対応するため、グリーンイノベーションを強
力に推進


・世界に先駆けた環境・エネルギー先進国の実現を目指す


・国民が心身ともに健康で、豊かさや、生きていることの充実
感を享受できる社会を実現するため、ライフイノベーションを
強力に推進


・医療・介護・健康サービス等の産業の創生・活性化を目指す


 科学技術イノベーション政策に関し、課題達成の観点から、府省の枠組みを超えて国と
して推進すべき戦略、取組み内容案を具体化


 イノベーションを実現するために必要なシステム改革（規制・制度改革、導入促進策等）
に関し具体的に提案


 協議結果は、科学技術重要施策アクションプランとしてとりまとめ、科学技術イノベーション
政策の実行に具体的に反映
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１．産学官が総力を挙げて協働できる体制の構築
（科学技術イノベーション戦略協議会の設置）


※ 「我が国の産業競争力の強化」「国家存立の基盤の保持」「安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現」などの課題についても、
今後の検討に応じて体制を整備







科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会報告書の概要


○現状の課題


○検討の背景


○３つの提言


我が国が直面している様々な課題を科学技術の成果を活用して克服することが求められているが、科学技術の成果
が社会での利活用に十分には結び付いていない
→科学技術とイノベーションを研究者だけでなく、社会の関係各層の叡智を結集して一体的に実施する体制を構築


司令塔の機能強化の必要性


総合科学技術会議に各省に調査審議結果
を着実に実施することを求める権限なし


執行段階での科学的知見活用の必要性


科学技術イノベーションを総理大臣、関係
各大臣が的確に理解し、適切に事務を執
行するための情報が不十分


事務局機能の強化の必要性


科学技術イノベーションに関する意見や
ニーズを独自の立場で収集・分析し、政策
決定に活用する体制の不備


２．科学技術イノベーション顧問（仮称）
の設置


○１名を「首席科学技術イノベーション顧問
（仮称）」とする。


○科学技術イノベーション顧問（仮称）は、
内閣総理大臣等に対し、各府省の行政
から中立な立場で科学技術イノベーション
に関する助言を実施


３．事務局の調査分析機能等の強化


○学界及び産業界等科学技術イノベーショ
ン関係者との連携体制の強化


○事務局においてシンクタンク機能を持つ
既存組織を活用して「調査分析部門」を
設置


○事務局におけるキャリアパスの充実


１．科学技術イノベーション戦略本部（仮称）


の設置


○司令塔機能を強化し、政策の調査審議に
加え、企画立案、必要な関係府省間の調
整等を実施


○所掌範囲に「科学技術の振興」に加え、


「研究開発の成果の実用化によるイノベー
ションの創出」を追加


平成２ ３年１ ２月１ ９日


政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）
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２．科学技術イノベーション政策の司令塔機能の強化
（科学技術イノベーション戦略本部（仮称）の創設）





